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第１章 計画の策定にあたって 

１－１ 計画策定の趣旨 

 少子化の進行、地域のつながりの希薄化、核家族化の進展、共働き家庭の増加など、子

育て家庭や子どもの育ちを取り巻く環境は大きく変化しています。また、少子化の一方

で待機児童などの課題も依然としてみられる状況です。 

 豊岡市では、「子どもが元気に育つまち・子育てが楽しいまち 豊岡」を基本理念とし、

子育て支援に取り組んできました。しかしながら、共働き世帯の増加等の理由から、長時

間保育のニーズが高まっており、子育て支援の取組のさらなる充実、仕事と子育てを両

立できる就学前の教育・保育の確保は喫緊の課題となっています。 

 「第２期 豊岡市子ども・子育て支援事業計画」（以下、本計画という）は、「保護者が

子育てについての第一義的な責任を有する」という基本的な認識のもと、本市の子ども・

子育て家庭の現状と課題、潜在的なニーズを踏まえ、子どもを安心して産み育てられる

こと、子どもが集団の中で互いに育ちあう環境を確保すること、また、子育ての不安や負

担感を和らげ、親子がしっかりと向き合い、子育てが楽しいと感じられるよう地域や社

会全体で子育てを支援していくことをめざして、向こう５年間で取り組むべき子ども・

子育て支援に関する施策を示すものです。 

１－２ 計画の位置づけ 

 本計画は、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 61 条に規定される「市

町村子ども・子育て支援事業計画」と、次世代育成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120

号）第８条の規定に基づく「市町村行動計画」を一体的に策定するものです。 

１－３ 計画の期間 

 本計画は、2020 年度から 2024 年度までの５か年の計画とします。 

 なお、計画期間内であっても必要に応じて計画を見直すこととします。 

 

2019 年度 

(平成 31 年度) 

2020 年度 

(令和２年度) 

2021 年度 

(令和３年度) 

2022 年度 

(令和４年度) 

2023 年度 

(令和５年度) 

2024 年度 

(令和６年度) 

計画策定 
     

   中間見直し   

 

 

計画の策定にあたって 

計 画 期 間 

第１章 
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１－４ 計画策定の経緯 

 国では、2003 年（平成 15 年）に次代の社会を担う子どもが健やかに育まれる環境づ

くりを進めるため、「次世代育成支援対策推進法」を制定しました。2012 年（平成 24 年）

８月には子ども・子育て関連３法＊を制定し、就学前の教育・保育、地域の子ども・子育

て支援を総合的に推進することとしています。 

 本計画は、「子ども・子育て支援法」第 77 条第１項に基づき設置した「豊岡市子ども・

子育て会議」における審議を踏まえて策定するものです。 

 「豊岡市子ども・子育て会議」は、子どもの保護者、子ども・子育て支援事業者、学識

経験者等により構成し、子ども・子育て支援事業計画の内容や、施策の推進等に関して審

議してきました。 

 また、計画の検討段階では、子育て中の保護者を対象としたアンケート調査（2018 年

（平成 30 年）11 月～12 月に実施）を行い、現在の就学前の教育・保育事業の利用状況

や利用希望等を十分に踏まえた上で、提供体制の確保方策に反映しています。 

  

＊子ども・子育て関連３法 

・子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号） 

・就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する

法律（平成 24 年法第 66 号） 

・子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 24 年

法律第 67 号） 

１－５ 他計画との関係 

 本計画においては、「豊岡市基本構想」に基づき子ども・子育て支援の取組を進めると

ともに、「豊岡市障害者福祉計画」、「とよおか教育プラン（豊岡市教育振興基本計画）」な

どの他の計画との整合を図りながら、連携して子ども・子育て支援の取組を推進してい

きます。 

 また、本計画は「豊岡市における幼児教育・保育及び放課後児童のあり方計画（以下

「幼保・放課後児童のあり方計画」という。）」と整合性を図りながら策定するものです。 
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第２章 計画の基本的な考え方 

２－１ 基本理念 

 

 

 2015 年（平成 27 年）３月に策定した「豊岡市子ども・子育て支援事業計画」では、

「子どもが元気に育つまち・子育てが楽しいまち 豊岡」を基本理念とし、子どもが安心

して育まれ、子ども同士が集団の中で育ち合うことができるよう、また家庭における子

育ての負担や不安を和らげ、喜びを感じながら子育てができるよう、子どもの育ちと子

育てを地域社会全体で支援していくことができる環境づくりに向けて取り組んできまし

た。 

 また、2017 年（平成 29 年）９月に策定した「豊岡市基本構想」では、主要手段として

「子どもたちが地域への愛着を育み、豊岡で世界と出会っている」が挙げられており、

「子どもたちが豊岡のことをよく知っている」「子どもたちがさまざまなコミュニティの

中で役割を果たしている」「子どもたちが豊岡で外国人とのコミュニケーションを楽しん

でいる」が具体的な手段として挙げられています。 

 

 少子化の進行とともに、核家族化の進行や共働き家庭の増加、地域のつながりの希薄

化など、子育て家庭や子どもの育ちを取り巻く環境は大きく変化しています。 

 少子化が進み兄弟姉妹の数も少なくなる中、子どもたちが多様な人と関わる機会をも

つことは重要です。また、子育てに関する悩みや不安を抱えている子育て家庭に対して

は、仕事との両立や孤独感など、各家庭の負担や不安を理解し、それぞれのニーズに応え

ることができるような支援をしていくことが求められています。 

引き続き、子育てを地域社会全体で支える中で、子どもたちが心身ともに健やかに育

つことができるまち、そしてすべての子育て家庭が、子育てをすることが楽しいと思え

るようなまちをめざして取り組んでいく必要があります。 

 

 以上のような背景を踏まえ、本計画の策定にあたっては、「子どもが元気に育つまち・

子育てが楽しいまち 豊岡」の基本理念を継承することとします。 

 

 

  

計画の基本的な考え方 第２章 

子どもが元気に育つまち・子育てが楽しいまち 豊岡 
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２－２ 基本目標 

「豊岡市子ども・子育て支援事業計画」では、基本理念の実現に向け、「すべての子ど

もが笑顔で育つ」「親が子育てを楽しむ」「地域と職場が支えあう」の３つを基本目標とし

て取り組んできました。 

本計画においては、「子ども」と「親」、そして「地域」や「職場」の人が支えあうこと

により、豊岡市で子育てをして良かったと実感できるまちを実現するため、３つの基本

目標を継承し、引き続き、すべての人が笑顔で子育て支援に取り組んでいくことをめざ

します。 

 

 

 

  

 

 すべての子どもが笑顔で育つ  

● 子ども・子育て支援新制度は、「子どもの最善の利益」が尊重される社会をめざ

しています。 

● 「子どもにとってはどうか」、「子どもの心の育ちにとってはどうか」という視

点、また「子どもの安全、安心が第一」という視点を重視します。 

● 幼児期における質の高い教育・保育の提供と家庭における子育てを支援していく

ことを通じて、すべての子どもがすこやかに笑顔で育つ社会をめざします。 

● 子ども同士が集団の中で育ち合うことで人との関係を広げ、他者や年少者を思い

やることができる子どもを育てます。 

 親が子育てを楽しむ  

● 「父母その他の保護者は、子育てについての第一義的責任を有する」という基本

的認識のもと、子どもの権利を尊重し、子どもと向き合い、親としても成長してい

けるよう支援します。 

● 男女共に、喜びや楽しさ、張り合いや希望をもって子育てという素晴らしい経験

を分かち合える社会をめざします。 

● 家庭で両親が共に協力しあい、親が心にゆとりを持って、子育てが楽しくなる環

境づくりをめざします。 

 地域と職場が支えあう  

● 地域で親同士や人々のつながりを深め、自分の子育てが終わったらサポートする

側にまわるなど共に支えあう関係を築き、多くの年代層の人が子育てに関わり、安

心して子育てができる地域をめざします。 

● 子育てがしやすいと感じる要因を増やすとともに、すべての人々が保護者に寄り

添い、子育て家庭を支える社会をめざします。 

● 事業所においては、子どもを持つ母親は将来の担い手を育てる大切な人として、

仕事と家庭の両立（ワーク・ライフ・バランス）ができる働きやすい職場環境づく

りをめざします。 

豊岡市の子ども・子育ての基本目標 
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２－３ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域と職場が支えあう 

基本理念 

子どもが元気に育つまち 

・子育てが楽しいまち 

豊岡 

基本目標 

すべての子どもが笑顔で育つ 

親が子育てを楽しむ 

取組方針１．子どもの健やかな成長に資する教育・保育 

環境の確保 

（１）保育所・幼稚園・認定こども園の教育・ 

保育環境の整備 

（２）就学前の教育・保育の質の向上 

（３）保育所・幼稚園及び認定こども園と小学校の連携 

（４）子どもたちの夢実現力を育む学校教育の推進 

取組方針２．子ども・子育て支援事業と地域で支える子育て

支援の充実 

（１）多様な保育事業の充実 

（５）地域における子育て支援の充実 

（２）放課後の児童の健全育成 

（３）子育てに関する相談、情報提供の充実 

（４）ファミリー・サポート・センター事業の推進 

取組方針３．母子保健と子どもの医療体制等の充実 

（１）安全・安心な妊娠・出産のための支援 

（２）子どもの医療体制等の充実 

取組方針４．社会的擁護、支援の必要な子どもの支援 

（１）支援の必要な子どもの相談体制の充実 

（２）一時的に養護が必要な子どもの支援 

（３）児童虐待の防止 

（４）障害のある子どもの支援 

（５）生活困窮、ひとり親などの子どもや家庭への支援 

（６）子どもに関する専門的な知識と技術を要する

支援に関する県が行う施策との連携 

取組方針５．仕事と子育ての両立の推進 

（１）産休及び育児休業後における教育・保育施設

等の円滑な利用の推進 

（２）仕事と子育ての両立に向けた取り組みの推進 

取組方針６．安全・安心な子育て環境の整備 

（１）安全・安心なまちづくりの推進 

（２）子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

取組方針７．次代の親の育成支援 
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第３章 豊岡市の子育てをとりまく現状 

３－１ 出生数及び児童数の状況 

■ 出生数及び児童数の現況と推移 

出生数の全国的な傾向を見ると、2017 年（平成 29 年）の出生数は 94 万 6,065 人で、

過去最低の出生数となっています。 

合計特殊出生率については、子どもを産む年代の女性の人口減少等を背景に、2005 年

（平成 17 年）に過去最低の 1.26 を記録してから、若干上昇傾向にあります。 

 

 

豊岡市の合計特殊出生率についてみると、2015 年（平成 27 年）は 1.71 となっており、

兵庫県、全国と比較すると高くなっています。 

 

 

 

 

  

 豊岡市の子育てをとりまく現状 第３章 

【図 3-1 出生数と合計特殊出生率の推移（全国）】 

出典：令和元年版 少子化社会対策白書（資料：厚生労働省「人口動態統計」） 

【図 3-2 合計特殊出生率の推移（豊岡市・兵庫県・全国）】 

出典：国勢調査 
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年齢別に人口の推移をみると、豊岡市では人口の減少とともに子どもの数が減少して

います。 

将来においてもその傾向が継続すると考えられ、2020 年には 0～14 歳人口が１万人を

下回ると予想されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

20,792 17,955 16,072 14,508 12,966 11,893 10,620 

60,788 
59,743 58,557 

56,489 
53,177 

49,523 
45,281 

14,505 
16,457 19,230 21,713 

23,059 
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25,983 
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85,560 
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0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000
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65歳以上

15～64歳

0～14歳

【図 3-3 年齢別人口の推移（豊岡市）】 

（人） 

出典：国勢調査 

※年齢不詳は除く 

【図 3-4 年齢別将来推計人口（豊岡市）】 
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（人） 

出典：国立社会保障・人口問題研究所（平成 30（2018）年推計） 

※2015年人口は国勢調査実績。ただし、国籍および年齢不詳人口をあん分して算出したものを含む。 
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核家族世帯数の推移をみると、豊岡市では核家族世帯が年々増加傾向にありますが、

一般世帯総数に対する核家族世帯の割合は、兵庫県よりも低くなっています。 

ひとり親世帯数の推移をみると母子世帯は年々増加傾向にあり、父子世帯は各年で増

減がみられます。 

 

 

 

 

 

 

 ６歳未満の子どもがいる世帯の分布をみると、豊岡地域の中心部に多くみられるほか、城

崎、日高および出石の中心部に点在しています。 

一方で、竹野および但東では子どもがいる世帯が少なくなっており、子どもの数は地域で

差がみられます。 

 

 

 

 

 

 

６歳未満の子どもがいる世帯の分布をみると、豊岡地域の中心部に多くみられるほか、城崎、

日高および出石の中心部に点在しています。 

 一方で、竹野および但東では子どもがいる世帯が少なくなっており、子どもの数は地域で差が

みられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42
25

47 55
36

301 312

379 393
416

0

100

200

300

400

500

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

父子世帯数 母子世帯数

（世帯）

14,214
15,038

15,830 16,073 16,453

63.7 63.2 62.7 60.5
59.3

50.6 51.7 53.5 54.1 54.6

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

核家族世帯数 兵庫県核家族世帯割合

豊岡市核家族世帯割合

（世帯） （％）

【図 3-5 核家族世帯数の推移（豊岡市）】 【図 3-6 ひとり親世帯数の推移（豊岡市）】 

出典：国勢調査 

※核家族世帯は、夫婦のみの世帯、夫婦と子どもから成る世帯、 

男親と子どもから成る世帯、女親と子どもから成る世帯 

出典：国勢調査 

※母子（父子）世帯は、未婚、死別又は離別の女親（男親）と、

その未婚の 20 歳未満の子どものみから成る一般世帯（他の世

帯員がいないもの） 

【図 3-7 ６歳未満世帯員のいる一般世帯数】 

出典：国勢調査（2015（平成 27）年） 
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３－２ 子どもと家庭の状況 

 本計画の基礎資料とするため、豊岡市内の未就学児及び小学生の子どものいる世帯を

対象として行ったアンケートから子どもと家庭の状況を以下に整理します。 

 

調査名称 子ども・子育て支援のニーズに関するアンケート調査 

調査の時期 2018 年（平成 30 年）11 月 23 日～12 月 14 日 

調査対象者 

◆ 未就学児のいる世帯（未就学児世帯） 

  配布数：2,000  回収数：857  回収率 42.9％ 

◆ 小学生のいる世帯（小学生世帯） 

  配布数：2,000  回収数：875  回収率 43.8％ 

抽出方法 住民基本台帳より無作為抽出 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

 

■ 母親の就労状況 

 保護者（母親）の就労状況についてみると、未就学児世帯では約７割、小学生世帯では

約８割が就労していると回答しています。 

 現在就労していないと回答した母親においても、未就学児世帯では約７割、小学生世

帯では約６割の母親に就労の希望があります。 

  

【表 3-1 アンケート調査の概要】 

31.6

8.9

31.0

1.5

24.7

0.5

1.8

0％ 50％ 100％

フルタイム

フルタイム（休業中）

パート・アルバイト

パート・アルバイト（休業中）

現在は就労していない

これまで就労したことがない

不明・無回答

約７割が
就労

【図 3-8 母親の就労状況（未就学児世帯）】 

N=857 

45.1

1.6

37.1

0.6

12.7

0.6

2.3

0％ 50％ 100％

フルタイム

フルタイム（休業中）

パート・アルバイト

パート・アルバイト（休業中）

現在は就労していない

これまで就労したことがない

不明・無回答

約８割が
就労

【図 3-9 母親の就労状況（小学生世帯）】 

N=875 

 N=216 

18.1

42.6

34.3

5.1

0％ 50％ 100％

子育てや家事などに専念したい

（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが■

歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に

就労したい

不明・無回答

就労していない

母親のうち

７割が

就労希望

【図 3-10 】 

25.0

24.1

40.5

10.3

0％ 50％ 100％

子育てや家事などに専念したい

（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが■

歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に

就労したい

不明・無回答

就労していない

母親のうち

６割が

就労希望

【図 3-11 】 

N=116 
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 女性の就業率（2015 年（平成 27 年））を年齢別でみると、20～84 歳の年代は、全

国、兵庫県にくらべて就業率が高くなっています。 

 

 

■ 子どもをみてもらえる親族・知人 

 子どもをみてもらえる親族・知人の有無（未就学児世帯）についてみると、日常的に祖

父母に子どもをみてもらえる世帯は 38.5％、緊急時や用事の際には祖父母の親族にみて

もらえる世帯は 59.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

7.5

73.5
77.3

74.2 76.2
81.1

84.3 82.6
75.9

58.4

39.5

26.9

15.3
7.9

2.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0 豊岡市

兵庫県

全国

（％）

【図 3-12 女性の年齢別就業率（平成 27年）】 

出典：国勢調査（2015 年（平成 27年）） 

就業率＝就業者数÷（15歳以上人口－労働力状態[不詳]）×100 

【図 3-13 子どもをみてもらえる親族・知人の有無（未就学児世帯）】 

参考 

38.5

59.5

2.1

11.4

8.1

0.2

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

日常的に祖父母等の親族に

緊急時や用事の際には

祖父母等の親族に

日常的に友人・知人に

緊急時や用事の際に

友人・知人に

いずれもいない

不明・無回答
N=857
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■ 就学前の教育や保育事業の利用状況 

 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況（未就学児世帯）についてみると、全体では

65.8％が保育事業を利用しています。 

 利用している人について、現在利用している教育・保育事業をみると、全体では認定こ

ども園が 44.9％で最も多く、認可保育所が 38.1％、幼稚園が 10.3％とつづきます。 

 

 

  （N） 利用している 利用していない 不明・無回答 

全体 （857） 65.8 34.0 0.2 

０歳 （118） 11.0 88.1 0.8 

１歳 （150） 38.7 61.3 0.0 

２歳 （156） 64.7 35.3 0.0 

３歳 （130） 84.6 15.4 0.0 

４歳 （107） 86.9 13.1 0.0 

５歳 （114） 98.2 1.8 0.0 

６歳 （72） 98.6 1.4 0.0 

 

 

 

  

(N) 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の 

預
か
り
保
育 

放
課
後 

児
童
ク
ラ
ブ 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
な 

保
育
施
設 

事
業
所
内 

保
育
施
設 

認
可
外
の 

保
育
施
設 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 

全体 (564) 10.3 3.7 3.4 38.1 44.9 1.2 1.2 0.9 1.6 2.8 

０歳 (13) 0.0 0.0 0.0 61.5 23.1 0.0 7.7 0.0 7.7 0.0 

１歳 (58) 0.0 0.0 0.0 41.4 43.1 5.2 3.4 1.7 0.0 5.2 

２歳 (101) 0.0 0.0 1.0 48.5 43.6 2.0 2.0 0.0 3.0 1.0 

３歳 (110) 0.0 0.9 0.0 46.4 46.4 1.8 0.9 0.0 0.9 2.7 

４歳 (93) 14.0 4.3 2.2 31.2 47.3 0.0 1.1 3.2 1.1 4.3 

５歳 (112) 23.2 9.8 9.8 25.9 45.5 0.0 0.0 0.9 1.8 4.5 

６歳 (71) 23.9 5.6 4.2 33.8 45.1 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 

  

【表 3-2 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について】 

【表 3-3 現在利用している教育・保育事業（「利用している」の回答者のみ）】 

（％） 

（％） 



12 

 

 

■ 放課後の過ごし方 

 放課後の過ごし方（小学生世帯）についてみると、自宅が 66.5％で最も多く、習い事

が 40.0％、市が行っている放課後児童クラブが 27.4％とつづきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 放課後の過ごし方の理想（来年度小学校就学予定の未就学児世帯）についてみると、低

学年においては放課後児童クラブが 55.6％で最も多く、自宅が 29.6％、習い事が 26.9％

とつづきます。 

 一方で、高学年においては自宅が 38.9％で最も多く、習い事が 24.1％、放課後児童ク

ラブが 15.7％とつづいています。 

 

 

 

 

 

  

【図 3-14 放課後の過ごし方（小学生世帯）】 

29.6

13.0

26.9

11.1

55.6

0.9

4.6

9.3

38.9

11.1

24.1

9.3

15.7

0.9

3.7

39.8

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童保育〕

ファミリー・サポート・センター

その他

不明・無回答

低学年(1～3年）

高学年（4～6年）

N=108

【図 3-15 放課後の過ごし方の理想（来年度小学校就学予定の未就学児世帯）】 

66.5

17.0

40.0

27.4

4.8

3.8

9.5

0.5

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

市が行っている放課後児童クラブ

民間で実施している放課後児童クラブ

放課後子ども教室

その他

不明・無回答 N=875
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■ 育児休業の取得状況 

 育児休業の取得状況（未就学児世帯）についてみると、母親では「働いていなかった」

が 42.7％で最も多く、「取得した（取得中である）」が 38.4％でつづきます。 

 父親では「取得していない」が 79.5％で最も多く、「取得した（取得中である）」は 2.6％

となっています。 

 育児休業を取得しなかった理由についてみると、母親では「子育てや家事に専念する

ため退職した」が 32.5％、父親では「配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるな

ど、制度を利用する必要がなかった」が 32.7％で最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

取得していない理由 
母親 

（N=117） 

父親 

(N=681) 

職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった 6.8 25.1 

仕事が忙しかった 4.3 29.7 

（産休後に）仕事に早く復帰したかった 3.4 0.0 

仕事に戻るのが難しそうだった 6.0 2.5 

昇給・昇格などが遅れそうだった 0.0 2.9 

収入減となり、経済的に苦しくなる 6.0 23.9 

保育所（園）などに預けることができた 4.3 1.0 

配偶者が育児休業制度を利用した 0.0 24.5 

配偶者が無職、祖父母等の親族にみてもらえるなど、 

制度を利用する必要がなかった 
2.6 32.7 

子育てや家事に専念するため退職した 32.5 0.3 

職場に育児休業の制度がなかった（就業規則に定めがなかった） 28.2 11.2 

有期雇用のため育児休業の取得要件を満たさなかった 10.3 0.7 

育児休業を取得できることを知らなかった 1.7 1.2 

産前産後の休暇（産前６週間、産後８週間）を 

取得できることを知らず、退職した 
2.6 0.0 

その他 23.1 7.5 

不明・無回答 9.4 11.5 

【図 3-16 育児休業の取得状況（未就学児世帯）】 

【表 3-4 育児休業を取得しなかった理由（未就学児世帯）】 

42.7

38.4

13.7

5.3

0.8

2.6

79.5

17.2

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

不明・無回答

母親

父親

g

N=857
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３－３ 就学前の教育・保育及び子育て支援事業の状況 

■ 幼稚園・保育所・認定こども園の利用状況 

 教育・保育施設の立地状況をみると、豊岡市内では幼稚園が 11 園、保育所が 11 園、

認定こども園が 13 園、小規模保育所が３園あります（2019 年（平成 31 年）４月現在）。 

 

地

域 
校区 

小学校区別乳幼児数(2019.4.1 現在) 幼稚園（2019.5.1 現在) 保育所（2019.5.1 現在） 

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 園名 ３歳 ４歳 ５歳 計 園名 定員 園児数 

豊
岡 

豊岡 
24 18 23 29 29 31 154 めぐみ  11 18 29 

豊陵 120 145 
27 26 35 28 31 29 176 ひかり  ７ 10 17 

五荘 99 115 107 130 118 125 694 五荘 

奈佐 

 27 40 67 西 150 146 

    テラスハウス 48 48 

奈佐 4 4 0 3 1 6 18     チャイルドハウス 130 170 

八条 44 58 61 52 58 48 321 八条  15 ９ 24 八条 150 155 

三江 25 21 23 20 22 18 129 みえ ３ 11 ４ 18 みえ 130 112 

田鶴野 31 36 29 28 27 23 174 田鶴野  ４ ９ 13    

新田 30 32 29 34 27 36 188 新田  ７ 11 18 
アートチャイル

ドケア豊岡 
130 128 中筋 11 10 10 5 11 13 60 中筋  ２ ６ ８ 

神美 7 17 18 15 22 11 90 神美  ２ ７ ９ 

        こうのとり 30 23 15 68 こうのとり 80 75 

             カバンストリート 19 17 

             スマイリーハウス 19 20 

             スプリングハウス 15 16 

城
崎
・
港 

城崎 13 18 23 21 25 20 120 城崎 ４ ６ ２ 12 城崎 100 124 

港西 3 9 8 11 5 7 43 
港  ３ ３ ６ 港 50 43 

港東 6 7 7 7 3 7 37 

竹
野 

竹野 9 14 15 14 21 16 89 
竹野  ６ ５ 11 竹野 60 73 

中竹野 1 3 4 4 5 5 22 

竹野南 2 1 4 2 3 4 16      森本へき地 20 ８ 

日
高 

府中 17 22 26 31 28 29 153 こくふ  ３ ５ ８ こくふ 100 114 

八代 2 1 3 2 2 3 13      八代 60 54 

日高 44 62 56 53 43 68 326 
日高  ２ 18 20 蓼川 120 140 

     蓼川第二 70 66 

静修 6 6 6 4 8 3 33      静修 40 38 

三方 11 13 12 11 14 21 82 みかたの森  １ ０ １ みかたの森 60 67 

清滝 4 9 16 7 13 8 57 きよたき  １ １ ２ きよたき 40 46 

出
石 

弘道 17 27 23 32 25 31 155 出石  13 26 39 出石愛育園 110 116 

福住 12 7 15 11 7 18 70 福住  ２ 13 15    

寺坂 8 2 1 9 8 5 33 寺坂  ３ ２ ５    

小坂 10 11 6 13 13 10 63 
おさかおの  ２ ５ ７ おさかおの 90 126 

小野 6 10 6 8 9 11 50 

但
東 

合橋 8 4 8 11 7 14 52 合橋  １ ０ １ 合橋 60 36 

高橋 4 4 0 4 1 7 20 高橋  ０ ０ ０ 高橋 30 16 

資母 8 10 6 7 11 10 52 資母  ２ １ ３ 資母 30 31 

計 493 577 580 606 597 637 3,490  37 154 210 401  2,031 2,130 

 

公立幼稚園 240  公立保育所 154  

公立認定こども園 399  私立保育所 905  

私立認定こども園 780  私立小規模保育所 53  

計 1,419  計 1,112  

【表 3-5 豊岡市の乳幼児数と幼稚園・保育所の利用者数】 
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地域 区分 施設名 
定員 

１号認定こども ２-３号認定こども 

豊岡 保育所 西保育園  150 

豊陵保育園  120 

チャイルドハウス保育園  130 

テラスハウス保育園  48 

アートチャイルドケア豊岡

こうのとり保育園 

 
130 

小規模保育所 カバンストリート保育園  19 

スマイリーハウス保育園  19 

スプリングハウス保育園  15 

認定こども園 八条認定こども園 40 150 

こうのとり認定こども園 70 80 

おもしろたのし みえこども園 25 130 

幼稚園 豊岡めぐみ幼稚園 35  

豊岡ひかり幼稚園 30  

田鶴野幼稚園 30  

五条奈佐幼稚園 80  

新田幼稚園 30  

中筋幼稚園 30  

神美幼稚園 30  

  小計  400 991 

城崎・

港 

認定こども園 城崎こども園 15 100 

港認定こども園 10 50 

  小計  25 150 

竹野 認定こども園 竹野認定こども園 20 60 

へき地保育所 森本へき地保育園  20 

  小計  20 80 

日高 保育所 八代保育園  60 

蓼川保育園  120 

蓼川第二保育園  70 

静修保育園  40 

 認定こども園 こくふこども園 15 100 

みかたの森こども園 10 60 

 きよたき認定こども園 10 40 

 幼稚園 日高幼稚園 45  

  小計  80 490 

出石 保育所 出石愛育園  110 

認定こども園 おさかおの こども園 20 90 

幼稚園 出石幼稚園 55  

福住幼稚園 30  

寺坂幼稚園 15  

  小計  120 200 

但東 認定こども園 合橋認定こども園 10 60 

高橋認定こども園 10 30 

資母認定こども園 10 30 

  小計  30 120 

総 計 675 2,031 

【表 3-6 豊岡市内の教育・保育施設の定員設定の状況（2019年４月現在）】 
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【図 3-17 教育・保育施設位置図】 

教育・保育施設位置図 
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 保育所の利用について、これまでの申込状況を見ると、０歳児では概ね３～４割程度、１

～２歳児では概ね６割程度、３～５歳児では概ね６～７割程度が保育の利用を申し込んでい

ます。 

 また、このニーズに応じるため、多くの施設で定員を超える受入れを行っています。 

 

 

 ０歳児 １～２歳児 ３～５歳児 

対象 

児童数 

入所児童数+

中途申込数 
申込率 

対象 

児童数 

入所児童数+

中途申込数 
申込率 

対象 

児童数 

入所児童数+

中途申込数 
申込率 

2015 年度 599 188 31.4％ 1,346 777 57.7％ 2,184 1,312 60.1％ 

2016 年度 619 241 38.9％ 1,234 688 55.8％ 2,154 1,367 63.5％ 

2017 年度 580 236 40.7％ 1,220 720 59.0％ 2,066 1,332 64.5％ 

2018 年度 585 247 42.2％ 1,211 749 61.8％ 1,937 1,325 68.4％ 

 

 

 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

 

定員 

月平均 

入所 

児童数 

入所率 定員 

月平均 

入所 

児童数 

入所率 定員 

月平均 

入所 

児童数 

入所率 定員 

月平均 

入所 

児童数 

入所率 

豊岡地域 925 1.042 112.6％ 928 1,034 111.4％ 967 1,028 106.3％ 986 1,074 108.9％ 

城崎・ 

港地域 
140 167 119.3％ 140 172 122.9％ 150 174 116.0％ 150 166 110.7％ 

竹野地域 80 65 81.3％ 80 72 90.0％ 80 77 96.3％ 80  84 105.0％ 

日高地域 485 600 123.7％ 505 589 116.6％ 505 574 113.7％ 505 542 107.3％ 

出石地域 180 208 115.6％ 180 207 115.0％ 180 221 122.8％ 200 240 120.0％ 

但東地域 120 86 71.7％ 120 90 75.0％ 120 97 80.8％ 120 90 75.0％ 

計 1,930 2,168 112.3％ 1,953 2,164 110.8％ 2,002 2,171 108.4％ 2,041 2,196 107.6％ 

 

認可外保育施設（森本へき地保育園を除く） 

 また、市内には事業所の従業員を利用対象とした事業所内保育所などの認可外保育所が４

施設あります。 

施設名 定員 備考 

わかば保育園 30  

ミルミル保育園 - 事業所内保育所 

公立豊岡病院院内保育所 - 事業所内保育所 

えんとつのまちのプぺル

保育園とよおか 
12 企業主導型保育事業 

  

【表 3-7 保育所の申込数の推移】 

【表 3-8 保育所の入所率の地域別推移】 

【表 3-9 豊岡市内の認可外保育施設】 
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■ 子育て支援サービスの利用状況 

 

 豊岡市内６か所の子育てセンターでは、親子が集まって過ごしたり、相談をしたり、情

報提供を受けたりすることができる子育て支援サービスを実施しています。 

 子育てセンターの利用者数＊は、年間のべ６万人台で推移しています。 

 

 

 

事業内容 

年間のべ利用者数（人） 

2016 年度 

(平成 28 年度) 

2017 年度 

(平成 29 年度) 

2018 年度 

(平成 30 年度) 

子育て総合センター 
親子交流の場の提供、

子育てグループ（登録

制）、子育て相談、情

報の収集と発信、学習

の場の提供、連携、地

域の活動への支援等 

68,844 69,087 62,443 

城崎子育てセンター 

竹野子育てセンター 

日高子育てセンター 

出石子育てセンター 

但東子育てセンター 

 

 

 アンケート結果から地域子育て支援事業の利用状況（未就学児世帯）をみると、利用し

ていない人は 67.7％、子育てセンターを利用している人は 26.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域の子育て支援事業 

【表 3-10 子育てセンター利用者数】 

*利用者数は児童数のみ（保護者の数は含まない） 

【図 3-18 地域子育て支援事業の利用状況（未就学児世帯）】 

26.8

11.6

67.7

2.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

子育てセンター

乳幼児親子交流事業、

幼児親子活動事業等

利用していない

不明・無回答
N=857
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 豊岡市内の病児・病後児保育所は、チャイルド・ケアセンターの１か所です。 

 チャイルド・ケアセンターの利用者数は、年間のべ 400 人台から 500 人台で推移してい

ます。 

 

 

 

事業内容 

年間のべ利用者数（人） 

2016 年度 

(平成 28 年度) 

2017 年度 

(平成 29 年度) 

2018 年度 

(平成 30 年度) 

チャイルド・ 

ケアセンター 

■対象年齢：生後３か月～小学校６年生 

■利用定員：４人 

■開設日 ：日曜日・祝日・年末年始

（12 月 30 日～１月３日）

を除く 

■利用方法：事前登録・電話予約・ 

医師連絡票を要する 

450 522 526 

 

 

 アンケート結果から通園・通学できなかった場合の対応についてみると、未就学児世

帯、小学生世帯ともに「母親が休んだ」が最も多くなっています。「病児・病後児保育を

利用」については、未就学児世帯では 7.7％、小学生世帯では 0.9％となっています。 

 

 

  

病児・病後児保育 

【表 3-11 チャイルド・ケアセンター利用者数】 

【図 3-19 未就学児世帯の通園できなかった場合の対応】 【図 3-20 小学生世帯の通学できなかった場合の対応】 

19.0

79.6

53.1

11.1

7.7

0.2

0.2

0.7

1.3

1.1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

父親が休んだ

母親が休んだ

親族・知人にみてもらった

父親又は母親で就労して

いない方がをみた

病児・病後児の保育を利用

有料の育児サービスを利用

ファミリー・サポート・

センターを利用

仕方なく子どもだけで

留守番をさせた

その他

不明・無回答 N=452

12.6

61.7

39.5

16.5

0.9

9.8

3.9

2.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

父親が休んだ

母親が休んだ

親族・知人にみてもらった

父親又は母親で就労して

いない方がをみた

病児・病後児の保育を利用

仕方なく子どもだけで

留守番をさせた

その他

不明・無回答 N=562
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幼稚園等における在園児を対象とした一時預かり保育については、年間のべ２万５千人か

ら３万人の間で推移しています。 

保育所等の一時預かりは年間のべ３千人から４千人の間で推移しています。 

 ファミリーサポートセンターについては、2018 年度（平成 30 年度）で年間のべ利用者

数が 316 人となっています。 

 

事業内容 

年間のべ利用者数（人） 

2016 年度 

(平成 28 年度) 

2017 年度 

(平成 29 年度) 

2018 年度 

(平成 30 年度) 

幼稚園等の預かり保育（１号認定） 28,943 29,256 26,229 

保育所等の一時預かり 4,126 3,089 3,417 

ファミリー・サポート・センター - 67 316 

 

 

 アンケート結果から、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に利用している

事業（未就学児世帯）についてみると、「利用していない」が 84.1％で最も多く、「保育

所等の一時預かり」「幼稚園の預かり保育」はともに１割未満となっています。 

 

 

 

  

一時預かり保育等 

【表 3-12 一時預かり等の利用者数】 

【図 3-21 不定期に利用している事業（未就学児世帯）】 

6.1

1.9

1.2

0.2

0.5

84.1

7.2

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

保育所等の一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

有料の育児サービス

その他

利用していない

不明・無回答 N=857
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 在宅の親子を対象とした子育て支援事業の認知度（未就学児世帯）をみると、「地域で

の保護者交流」は 48.7％となっていますが。その他の事業はすべて８割程度となってい

ます。 

 利用状況をみると、「保護者交流」が 56.2％で最も多く、「子・親育ち講座等」、「保育

所等の園庭開放」がつづいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【図 3-23 在宅の親子を対象とした子育て支援事業の利用状況（未就学児世帯）】 

【図 3-22 在宅の親子を対象とした子育て支援事業の認知度（未就学児世帯）】 

在宅の親子を対象とした子育て支援事業 

78.8

84.8

79.0

85.9

84.0

77.4

82.4

48.7

4.3

16.9

11.1

16.3

9.6

11.7

18.1

13.3

46.6

47.6

4.3

4.1

4.7

4.6

4.3

4.6

4.3

4.8

48.1

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

①       &     交流会

②保護者交流

③子・親育ち講座等

④子ども関係の相談窓口

⑤保育所等の一時預かり

⑥保育所等の公開保育

⑦保育所等の園庭開放

⑧地域での保護者交流

⑨その他

はい いいえ 不明・無回答

（％）

N=857

25.2

56.2

44.1

29.1

27.7

29.9

34.0

22.6

2.2

62.0

32.2

41.8

58.7

59.9

55.4

52.9

51.5

29.8

12.8

11.6

14.1

12.3

12.5

14.7

13.2

25.9

68.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

①       &     交流会

②保護者交流

③子・親育ち講座等

④子ども関係の相談窓口

⑤保育所等の一時預かり

⑥保育所等の公開保育

⑦保育所等の園庭開放

⑧地域での保護者交流

⑨その他

はい いいえ 不明・無回答

（％）

N=857
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３－４ ニーズ調査の結果と分析 

■ 教育・保育の利用における現状と希望との比較 

 平日の定期的な教育・保育事業を利用している未就学児について、現在の利用状況を

みると、認定こども園を利用しているとする回答が 44.9％で最も多くなっており、認可

保育所が 38.1％とつづきます。 

 前回調査と比較すると、幼稚園の利用は 14.7 ポイント、認可保育所は 7.1 ポイント減

少している一方で、認定こども園は 18.6 ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用状況 

10.3

3.7

3.4

38.1

44.9

1.2

1.2

0.9

1.6

2.8

25.0

7.7

7.5

45.2

26.3

0.0

0.7

1.3

1.8

2.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

幼稚園

幼稚園の預かり保育

放課後児童クラブ

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

事業所内保育施設

認可外の保育施設

その他

不明・無回答

今回調査

（N=564)

前回調査

（N=613)

【図 3-24 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況（未就学児世帯）】 
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 平日の定期的な教育・保育事業の利用希望をみると、全体的に認定こども園に対する

希望が多くなっており、３歳以降では４割以上となっています。 

 認可保育所については、３歳まで年齢が高くなるにつれて利用希望が多くなりますが、

４歳以降は少なくなります。一方で、幼稚園については、３歳以降年齢が高くなるにつれ

て利用希望が多くなります。 

 

 

 

 

(N) 

幼
稚
園 

幼
稚
園
の
預
か
り
保
育 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ 

認
可
保
育
所 

認
定
こ
ど
も
園 

小
規
模
な
保
育
施
設 

家
庭
的
保
育 

事
業
所
内
保
育
施
設 

認
可
外
の
保
育
施
設 

居
宅
訪
問
型
保
育 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

不
明
・
無
回
答 

０歳（生後２～6 カ月） (51)        15.7 15.7 2.0 3.9 3.9 2.0 5.9 5.9 5.9 64.7 

０歳（生後 7～12 カ月） (112)       16.1 17.9 3.6 2.7 2.7 0.9 4.5 6.3 4.5 64.3 

１歳 (262)       34.7 29.0 6.5 1.5 1.9 1.5 1.5 4.2 1.1 45.4 

２歳 (418)       37.8 31.6 5.5 1.7 2.2 1.2 1.7 4.1 1.2 41.4 

３歳 (548) 15.0 6.9   42.5 45.6 5.1 2.0 2.7 1.5 1.8 5.3 0.5 23.0 

４歳 (655) 29.5 15.1 10.5 33.3 45.6 3.8 1.8 2.6 1.7 2.1 5.6 0.6 17.9 

５歳 (769) 34.3 19.0 15.1 27.2 42.9 3.3 1.8 2.7 1.6 2.5 5.3 0.7 19.8 

※回答者は、対象年齢以下の子どもがいる就学前世帯となっています。 

（例）「２歳」の回答者（418 人）は、０歳～２歳の子どもがいる就学前世帯となり、３歳以上の子ど

もがいる就学前世帯は含みません。 

  

利用希望 

【表 3-13 平日の定期的な教育・保育事業の利用希望（未就学児世帯）】 
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■ 一時預かり等の利用ニーズ 

保育所の一時預かりや幼稚園の預かり保育、ファミリー・サポート・センター、有料の

育児サービス等、不定期に事業を利用している割合（未就学児世帯）は、現状では１割以

下となっていますが、一時預かり等を利用したいと思う割合は 43.1％となっています。 

 

一時預かり等を利用する理由（未就学児世帯）をみると、「私用、リフレッシュ目的」

が 68.6％、「冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院」が 67.5％となっています。 

 

 

  

【図 3-25 一時預かり等の利用意向と現状（未就学児世帯）】 

【図 3-26 一時預かり等を利用する理由（未就学児世帯）】 

68.6

67.5

29.3

4.1

3.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

私用、リフレッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院

不定期の就労

その他

不明・無回答 N=369

8.6

43.1

84.1

50.1

7.2

6.9

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

現状

（N=857)

希望

（N=857)

利用している 利用していない 不明・無回答

不明・無回答利用する必要はない利用したい
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■ 病児・病後児の保育施設等の利用ニーズ 

病気やケガで通園・通学できなかった場合に、父親または母親が休んだことのある方

について、病児・病後児の保育施設等の利用ニーズをみると、未就学児世帯では 29.5％、

小学生世帯では 14.2％の利用意向となっています。 

 

 

病児・病後児の保育施設等を利用したいと思わない理由についてみると、未就学児世

帯、小学生世帯ともに「親が仕事を休んで対応する」が５割以上で最も多く、「病児・病

後児を他人に看てもらうのは不安」、「利用料がかかる・高い」がつづきます。 

  

43.9

5.9

14.6

34.3

28.5

52.3

18.4

0.8

45.6

6.7

14.0

24.2

15.8

53.3

19.3

0.7

0％ 20％ 40％ 60％ 80％

病児・病後児を他人に

看てもらうのは不安

地域の事業の質に不安がある

地域の事業の利便性（立地や利用

可能時間日数など）がよくない

利用料がかかる・高い

利用方法や利用料がわからない

親が仕事を休んで対応する

その他

不明・無回答

就学前世帯（N=239)

小学生世帯（N=285）

【図 3-28 病児・病後児の保育施設等を利用したいと思わない理由（未就学児世帯・小学生世帯）】 

【図 3-27 病児・病後児の保育施設等の利用意向（未就学児世帯・小学生世帯）】 

29.5

14.2

64.8

79.4

5.7

6.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

就学前世帯

（N=369)

小学生世帯

（N=359)

できれば病児・病後児

保育施設等を利用したい

利用したいとは思わない 不明・無回答
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■ ファミリーサポートセンターの利用ニーズ 

ファミリーサポートセンターの利用意向をみると、未就学児世帯では 32.0％が利用し

たいと回答しています。小学生世帯では、低学年時（１～３年）に利用したい割合が 18.7％、

高学年時（４～6 年）に利用したい割合が 18.1％となっています。 

 

■ 放課後児童クラブの利用ニーズ 

平日の放課後における放課後児童クラブの利用意向（小学生世帯）をみると、低学年時

（１～３年）では 34.3％、高学年時（４～６年）では 27.8％が利用したいと回答してい

ます。  

【図 3-29 ファミリーサポートセンターの利用意向（未就学児世帯）】 

【図 3-30 ファミリーサポートセンターの利用意向（小学生世帯）】 

【図 3-31 平日の放課後における放課後児童クラブの利用意向（小学生世帯）】 

2.5

29.5 60.4 7.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

就学前世帯

（N=857)

利用したい(定期的） 利用したい（不定期） 利用希望はない 不明・無回答

N=857

4.1

3.2

14.6

14.9

47.0

65.1

34.3

16.8

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

低学年時

（１～３年）

高学年時

（４～６年）

利用したい(定期的） 利用したい（不定期）

利用希望はない 不明・無回答 N=875

34.3

27.8

30.7

58.5

35.0

13.7

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

低学年時

（１～３年）

高学年時

（４～６年）

利用したい 利用する必要はない 不明・無回答 N=875
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第４章 量の見込みと確保方策 

 就学前の教育・保育の事業及び地域子ども・子育て支援事業について、一定の提供区域

ごとに量の見込み及び確保の方策等、事業計画について示します。 

４－１ 就学前の教育・保育の提供区域の設定 

 教育・保育の量の見込みと確保方策は、旧市町（ただし、港地区は旧城崎町地域に含め

る）を基本とした提供区域ごとに検討を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 量の見込みと確保方策 第４章 

【図 4-1 教育・保育の量の見込みと確保方策の検討を行う区域の設定】 

地図を挿入 
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４－２ 就学前の教育・保育の量の見込みと提供体制 

 子ども・子育て支援新制度では、就学前の教育・保育を利用する子どもについて、３つ

の認定区分を設定しています。 

 教育・保育の量の見込みは、これらの認定区分別、年齢別に推計を行いました。 

 

区分 年齢 概要 施設の利用 

１号認定 満３歳以上 
子どもが満３歳以上で、幼稚園等

で教育を希望する場合 

・幼稚園 

・認定こども園 

２号認定 満３歳以上 

子どもが満３歳以上で、「保育の必

要な事由」に該当し、保育所等で保

育を希望する場合 

・保育所 

・認定こども園 

３号認定 ３歳未満 

子どもが３歳未満で、「保育の必要

な事由」に該当し、保育所等で保育

を希望する場合 

・保育所 

・認定こども園 

・小規模保育等 

 

■ 量の見込みの算出手順 

近年の利用率の動向や、保護者の就労状況の推移、幼児教育・保育の無償化の影響等を

考慮して、年齢・学年別の将来の利用率を設定し、推計人口を乗じて算出しています。

す。 

 

将来児童数 

計画期間（2020 年度～2024 年度）における年齢別推計児童数は、 

① 圏域別（旧市町域、ただし港地区は城崎地域に含める。）に 2015 年度（平成 27 年

度）から 2019 年度（平成 31 年度）の男女別・学齢別のコーホート変化率の平均を

算出 

② 2020 年(平成 32 年)以降も同様の変化率が継続すると仮定して、圏域別人口を算出 

③ ０歳児人口については、女性子ども比（出産年齢女性と０歳児の人口比）による推計 

により０歳児人口を算出し、平均的な男女出生比（105：100）に合わせて０歳児人口 

を振り分け 

④ ①～③の手法で豊岡市全体を推計した数値に圏域別推計の数値が合致するよう圏域

別推計値を調整し、算出しています。  

【表 4-1 ３つの認定区分】 
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 豊岡市の今後５年間においては、母親となる年齢層の人口が減少することに伴い出生

数が継続的に減少し、０～11 歳児全体では 12.8％程度人口が減少すると推計されます。 

 

 

年齢 
【豊岡市全体】 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

０歳児 522 506 493 477 459 

１歳児 498 527 511 498 484 

２歳児 577 499 527 512 498 

３歳児 576 575 497 524 510 

４歳児 608 578 576 496 526 

５歳児 598 607 580 577 496 

６歳児（小 1） 634 596 606 577 574 

７歳児（小 2） 705 632 591 602 575 

８歳児（小 3） 713 703 630 590 601 

９歳児（小 4） 711 710 698 628 587 

10 歳児（小 5） 736 711 710 697 624 

11 歳児（小 6） 724 736 711 709 696 

合計 7,602 7,380 7,130 6,887 6,630 

 

 

 【豊岡地域】 【城崎・港地域】 

学齢 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

０歳児 317 310 304 296 287 30 29 28 28 27 

１歳児 298 315 308 301 294 22 30 30 29 29 

２歳児 331 292 309 303 296 34 23 31 30 29 

３歳児 330 326 287 305 299 36 33 23 29 29 

４歳児 342 328 323 284 303 40 38 33 23 30 

５歳児 345 341 326 322 283 33 40 38 33 23 

６歳児（小 1） 339 343 340 324 320 33 32 39 37 33 

７歳児（小 2） 363 336 340 336 321 50 33 32 39 37 

８歳児（小 3） 355 361 335 339 335 39 50 33 32 39 

９歳児（小 4） 407 352 359 333 337 29 37 48 32 31 

10 歳児（小 5） 403 408 353 360 333 53 29 37 48 31 

11 歳児（小 6） 365 401 407 352 359 30 53 29 37 48 

合計 4,195 4,113 3,991 3,855 3,767 429 427 401 397 386 

 

 【竹野地域】 【日高地域】 

学齢 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

０歳児 15 15 15 14 13 90 85 83 79 75 

１歳児 13 16 15 15 15 88 94 89 87 83 

２歳児 19 14 17 17 17 116 90 96 91 89 

３歳児 24 20 15 18 18 120 116 89 96 91 

４歳児 20 24 21 15 19 109 120 117 90 97 

５歳児 30 20 25 21 15 109 110 122 119 91 

６歳児（小 1） 24 30 20 25 20 133 109 110 122 119 

７歳児（小 2） 20 24 29 20 25 155 133 109 110 122 

８歳児（小 3） 32 20 24 29 20 173 156 133 109 111 

９歳児（小 4） 17 33 20 24 29 144 174 156 134 109 

10 歳児（小 5） 29 18 33 21 24 152 143 174 155 133 

11 歳児（小 6） 31 30 18 33 20 177 152 143 173 155 

合計 274 264 252 252 235 1,566 1,482 1,421 1,365 1,275 

【表 4-2 全市推計】 

【表 4-3 地域別推計】 
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 【出石地域】 【但東地域】 

学齢 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

０歳児 52 50 46 44 42 18 17 17 16 15 

１歳児 56 53 51 48 46 21 19 18 18 17 

２歳児 58 58 55 53 49 19 22 19 18 18 

３歳児 52 60 60 56 54 14 20 23 20 19 

４歳児 74 54 61 61 57 23 14 21 23 20 

５歳児 62 74 54 61 61 19 22 15 21 23 

６歳児（小 1） 75 63 75 55 62 30 19 22 14 20 

７歳児（小 2） 89 75 62 75 55 28 31 19 22 15 

８歳児（小 3） 91 88 74 62 74 23 28 31 19 22 

９歳児（小 4） 85 91 88 74 62 29 23 27 31 19 

10 歳児（小 5） 82 84 90 86 72 17 29 23 27 31 

11 歳児（小 6） 89 83 85 91 86 32 17 29 23 28 

合計 865 833 801 766 720 273 261 264 252 247 
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■ 量の見込みの算出結果と提供体制 

就学前の学校教育・保育に係る確保の内容は、保護者の就労状況やその変化等によらず柔

軟に子どもを受け入れるための体制確保、地域の教育・保育施設の活用等も勘案し、現在の

教育・保育の利用状況や利用希望を十分に踏まえた上で設定します。 

計画期間における教育・保育の提供体制と確保方策を以下に示します。 

 

【教育・保育の提供体制と確保方策】 

 

１）幼稚園から認定こども園への移行及び教育・保育施設の再編 

適正規模の子どもの集団の確保が困難となっている幼稚園については、児童数の推移や小

学校との関係を踏まえ、「幼保・放課後児童のあり方計画」を策定し、認定こども園への移行

などを進めます。 

また、認定こども園の普及を図り、既設の私立保育所からの認定こども園への移行を促

進します。 

２）教育・保育の利用定員の確保 

既存の保育所・認定こども園の定員の拡大又は変更によることを基本としつつ、必要に

応じて、保育所又は認定こども園の新設等により、待機児童の解消を図ります。 

なお、保育所又は認定こども園を新設する場合には、施設として一定規模を確保するた

め、30 人以上の定員を設定することを基本とします。 

 

３）３歳児の就学前の教育・保育の充実 

私立認定こども園において、１号認定子ども（教育標準時間）への３歳児教育の提供体

制の拡充を図ります。 

 

４）保育士等の確保 

不足している保育士等について、県が実施する就業継続のための研修の実施や再就職支

援、処遇改善等により人材の確保を図ります。 

また、認定こども園における保育教諭については、所要資格の期限付き特例の情報提供

等により、保育士資格と幼稚園教諭免許の併有を促進します。 
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１）１号認定【認定こども園・幼稚園】 

取り組み状況 

 2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

量の見込み【３～５歳児】（人） 845 832 803 521 488 

実績 実人員（人） 637 591 568 486  

※見込み値は、中間見直し後の見込み値 

 

 

量の見込み 

単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 427  444  384  339  306  

（他市町の子ども）（②） (0) (0) (0) (0) (0) 

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども 0  0  0  0  0  

(他市町の子ども) (0) (0) (0) (0) (0) 

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども 0  0  0  0  0  

(他市町の子ども) (0) (0) (0) (0) (0) 

その他 
自市町の子ども 0  0  0  0  0  

(他市町の子ども) (0) (0) (0) (0) (0) 

自市町の子ども計（③） 0  0  0  0  0  

（他市町の子ども計）（④） (0) (0) (0) (0) (0) 

差引 
自市町の子ども（③－①） 0  0 0  0  0  

（他市町の子ども）（④－②） (0) (0) (0) (0) (0) 

 

 

確保方策の内容 

● 幼保・放課後児童のあり方計画に基づく既存の幼稚園・保育所からの認定こども園へ

の移行促進 

● 利用定員の見直し 

● 認定こども園における３歳児１号認定児の受入れ拡充 
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地域別見込み数 

豊岡地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 279  289  256  228  207  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・ 

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型 

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

城崎・港地域                                    単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 21  23  18  14  13  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

その他 
自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

竹野地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 13  15  12  10  8  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      
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日高地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 38  42  37  32  26  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

出石地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 69  68  54  48  45  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

その他 
自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

但東地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 7  7  7  7  7  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

その他 
自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      
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２）２号認定【認定こども園及び保育所】 

取り組み状況 

 2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

量の見込み【３～５歳児】（人） 1,246 1,227 1,184 1,303 1,256 

実績 実人員（人） 1,343 1,406 1,347 1,340  

※見込み値は、中間見直し後の見込み値 

 

量の見込み 

単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 1,297  1,317  1,267  1,259  1,226  

（他市町の子ども）（②） (0) (0) (0) (0) (0) 

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども 0 0 0 0 0 

(他市町の子ども) (0) (0) (0) (0) (0) 

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども 0 0 0 0 0 

(他市町の子ども) (0) (0) (0) (0) (0) 

その他 
自市町の子ども 0 0 0 0 0 

(他市町の子ども) (0) (0) (0) (0) (0) 

自市町の子ども計（③） 0 0 0 0 0 

（他市町の子ども計）（④） (0) (0) (0) (0) (0) 

差引 
自市町の子ども（③－①） 0  0 0  0  0  

（他市町の子ども）（④－②） (0) (0) (0) (0) (0) 

 

確保方策の内容 

● 幼保・放課後児童のあり方計画に基づく認可保育所からの認定こども園への移行促進 

● 認可保育所・認定こども園・認可外保育施設の利用定員の見直し 

● 地域間調整による受入れ 

● 企業主導型保育事業等の地域枠による受入れ 
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地域別見込み数 

豊岡地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 697  703  681  682  677  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

その他 
自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

城崎・港地域                                    単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 84  87  76  71  68  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

その他 
自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

竹野地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 57  52  48  44  43  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

その他 
自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      
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日高地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 295  305  291  274  254  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

その他 
自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

 

出石地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 118  121  120  131  129  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

その他 
自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

 

但東地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 47  49  51  57  55  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

その他 
自市町の子ども      

（他市町の子ども）      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      
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３）３号認定【認定こども園・保育所・地域型保育】 

取り組み状況 

 2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

見込み 

０歳児（人） 206 200 193 211 211 

１～２歳児（人） 870 828 807 725 703 

合計 1,076 1,028 1,000 936 914 

実績 実人員（人） 991 949 971 1,022  

※見込み値は、中間見直し後の見込み値 

 

量の見込みと確保の内容 

３号認定 

単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 956  943  975  968  954  

（他市町の子ども）（②） (0) (0) (0) (0) (0) 

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども 0 0 0 0 0 

(他市町の子ども) (0) (0) (0) (0) (0) 

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども 0 0 0 0 0 

(他市町の子ども) (0) (0) (0) (0) (0) 

その他 
自市町の子ども 0 0 0 0 0 

(他市町の子ども) (0) (0) (0) (0) (0) 

自市町の子ども計（③） 0 0 0 0 0 

（他市町の子ども計）（④） (0) (0) (0) (0) (0) 

差引 
自市町の子ども（③－①） 0  0 0  0  0  

（他市町の子ども）（④－②） (0) (0) (0) (0) (0) 

 

確保方策の内容 

● 幼保・放課後児童のあり方計画に基づく認可保育所からの認定こども園への移行促進 

● 認可保育所・認定こども園・認可外保育施設の利用定員の見直し 

● 地域間調整による受入れ 

● 小規模保育事業の新設 

● 企業主導型保育事業等の地域枠による受入れ 
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地域別見込み数 

豊岡地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 548  549  572  574  567  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

城崎・港地域                                    単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 53  52  59  58  59  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

竹野地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 22  21  25  26  26  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      
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日高地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 190  176  180  176  170  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

出石地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 111  112  107  103  101  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

 

但東地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 32  33  32  31  31  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      
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３号認定（０歳児） 

単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 242  245  246  239  230  

（他市町の子ども）（②） (0) (0) (0) (0) (0) 

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども 0 0 0 0 0 

(他市町の子ども) (0) (0) (0) (0) (0) 

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども 0 0 0 0 0 

(他市町の子ども) (0) (0) (0) (0) (0) 

その他 
自市町の子ども 0 0 0 0 0 

(他市町の子ども) (0) (0) (0) (0) (0) 

自市町の子ども計（③） 0 0 0 0 0 

（他市町の子ども計）（④） (0) (0) (0) (0) (0) 

差引 
自市町の子ども（③－①） 0  0 0  0  0  

（他市町の子ども）（④－②） (0) (0) (0) (0) (0) 

 

確保方策の内容 

● 幼保・放課後児童のあり方計画に基づく認可保育所からの認定こども園への移行促進 

● 認可保育所・認定こども園・認可外保育施設の利用定員の見直し 

● 地域間調整による受入れ 

● 小規模保育事業の新設 

● 企業主導型保育事業等の地域枠による受入れ 
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地域別見込み数 

豊岡地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 150  154  155  152  147  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

城崎・港地域                                    単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 15  15  15  15  15  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

竹野地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 3  3  4  4  3  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      
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日高地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 44  43  42  40  38  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

 

出石地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 25  25  24  23  22  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

 

但東地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 5  5  6  5  5  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      
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３号認定（１～２歳児） 

単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 714  698  729  729  724  

（他市町の子ども）（②） (0) (0) (0) (0) (0) 

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども 0 0 0 0 0 

(他市町の子ども) (0) (0) (0) (0) (0) 

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども 0 0 0 0 0 

(他市町の子ども) (0) (0) (0) (0) (0) 

その他 
自市町の子ども 0 0 0 0 0 

(他市町の子ども) (0) (0) (0) (0) (0) 

自市町の子ども計（③） 0 0 0 0 0 

（他市町の子ども計）（④） (0) (0) (0) (0) (0) 

差引 
自市町の子ども（③－①） 0  0 0  0  0  

（他市町の子ども）（④－②） (0) (0) (0) (0) (0) 

 

確保方策の内容 

● 幼保・放課後児童のあり方計画に基づく認可保育所からの認定こども園への移行促進 

● 認可保育所・認定こども園・認可外保育施設の利用定員の見直し 

● 地域間調整による受入れ 

● 小規模保育事業の新設 

● 企業主導型保育事業等の地域枠による受入れ 
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地域別見込み数 

豊岡地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 398  395  417  422  420  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

城崎・港地域                                    単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 38  37  44  43  44  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

竹野地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 19  18  21  22  23  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      
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日高地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 146  133  138  136  132  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

 

出石地域                                      単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 86  87  83  80  79  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      

 

但東地域                                     単位：実人数/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

自市町の子ども（①） 27  28  26  26  26  

（他市町の子ども）（②）      

確
保
方
策 

特定教育・

保育施設 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

特定地域型

保育事業 

自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

その他 
自市町の子ども      

(他市町の子ども)      

自市町の子ども計（③）      

（他市町の子ども計）（④）      

差引 
自市町の子ども（③－①）      

（他市町の子ども）（④－②）      
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４－３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと提供体制 

子ども・子育て家庭等を対象とする地域子ども・子育て支援事業について、アンケート結

果やこれまでの利用実績、児童数の動向等を踏まえ、確保の内容及び実施時期（確保方策）

を設定します。 

 

事業名 事業の概要 
豊岡市での 

実施状況（Ｈ30） 

１）利用者支援事業 
子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て

支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係

機関との連絡調整等を実施する事業 

子育て世代包括支援 

センター 

（健康増進課） 

２）地域子育て支援 

拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについ

ての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業 
子育てセンター 

３）妊婦健康診査 
妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、 

①健康状態の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間

中の適時に必要に応じた医学的検査を実施する事業 

妊婦健康診査 

４）乳児家庭全戸訪問 

事業 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する

情報提供や養育環境等の把握を行う事業 

こんにちは 

赤ちゃん訪問 

５）養育支援訪問事業 
養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する

指導・助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する 

事業 

在宅助産師等 

６）子どもを守る地域 

ネットワーク機能 

強化事業 

要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を

図るため、調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化

と、ネットワーク機関間の連携強化を図る取組を実施する事業 

市要保護児童対策 

協議会 

７）子育て短期支援事業 
保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に

困難となった児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行

う事業（短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）等） 

朝来市内の児童養護

施設「若草寮」、乳児

院「くれよん」に委託 

８）ファミリー･サポート･

センター事業 

（子育て援助活動支援事業） 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童

の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望

する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業 

ファミリーサポート

センター 

９）一時預かり事業 
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児につい

て、主として昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支

援拠点その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業 

保育所等での 

一時保育 

10）延長保育事業 
保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日

及び時間において、認定こども園、保育所等において保育を実施する事業 

保育所等での 

延長保育 

11）病児・病後児保育事業 
病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看

護師等が一時的に保育等する事業 

チャイルド・ 

ケアセンター 

12）放課後児童クラブ 

（放課後児童健全育成事業） 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対

し、授業の終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及

び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業 

放課後児童クラブ 

13）放課後子ども教室 
地区コミュニティセンター等において地域の人の参画により、地域のす

べての子どもを対象として、放課後や週末に、子どもたちに勉強やスポー

ツ・文化活動、地域住民との交流を行う事業 

放課後子ども教室 

14）実費徴収に係る補足

給付を行う事業 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して

保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購

入に要する費用又は行事への参加に要する費用等を助成する事業 

（窓口）こども育成課 

15）多様な主体が本制度

に参入することを 

促進するための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究そ

の他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営

を促進するための事業 

株式会社の運営によ

る保育所設置２か所 

  

【表 4-5 地域子ども・子育て支援事業】 



48 

 

１）利用者支援事業 

事業の概要 

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の情報

提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業

です。 

 

取り組み状況 

子育て世代包括支援センター母子保健型（健康増進課）を立ち上げ、2017 年度（平成 29 年

度）から実施しています。 

【豊岡市全体】 
2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

量の見込み（か所/年） １  １  １ １  １  

目標値 
か所数 

（か所/年） 
１ １ １ １ １ 

実績 
か所数 

（か所/年） 
０ ０ １ １ １ 

 

量の見込みと確保方策 

単位：か所/年 

 【豊岡市全体】 
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の見込み（か所） 3  3  3  3  3  

確
保
方
策 

か
所
数 

利
用
者
支
援
事
業 

基本型（か所） 0  0  0  0  0  

特定型（か所） 0  0  0  0  0  

母子保健型（か所） 1  1  1  1  1  

小計（か所） 1  1  1  1  1  

その他（か所） 2  2  2  2  2  

計（か所） 3  3  3  3  3  

● 現在実施している子育て世代包括支援センター母子保健型（健康増進課）に、こども

育成課及び豊岡市こども支援センター（以下「こども支援センター」という。」における

相談窓口を新たに加え、合計３か所で実施。 

 

確保方策の内容 

● 子育て世代包括支援センター母子保健型（健康増進課）とこども育成課・こども支援

センターが連携し、妊娠期から切れ目なく支援していきます。 
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２）地域子育て支援拠点事業 

事業の概要 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てに関する相談、情報の提

供、助言その他の援助を行う事業です。 

 

取り組み状況 

市内６か所で実施しており、年間延べ利用者は毎年度６万人を超えていますが、出生数が

減っているため利用児童数は減少傾向にあります。 

【豊岡市全体】 
2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

量の見込み（人日） 

【延利用者数/年】 
71,966 68,895 66,944 64,704 62,681  

実績 

人数（人日） 
【延利用者数/年】 

65,241 68,844 69,087 62,443  

か所数（か所） ６ ６ ６ ６  

 ※利用者数は、児童数のみ（保護者の数は含まない）。 

 

量の見込みと確保方策 

                        単位：人日【延利用者数】/年、か所/年 

 【豊岡市全体】 
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の見込み（人日）【延利用者数】 57,105  55,635  53,810  52,120  50,244  

確
保
方
策 

か
所
数 

地域子育て支援拠点事業（か所） 6  6  6  6  6  

その他（か所） 0  0  0  0  0  

計（か所） 6  6  6  6  6  

● 実績等を基に推計。 

 

確保方策の内容 

● 子育てセンター６か所で実施します。 

● 地域のコミュニティセンターや子育てグループの活動を支援していきます。 
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３）妊婦健康診査 

事業の概要 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、健康状態の把握、

検査計測、保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実

施する事業です。 

 

取り組み状況 

市では、現在妊娠に伴う医療機関での妊婦健康診査費用の一部の助成を行っています。対

象となる子ども出生数の減少に伴い、利用実績も減少している状況です。 

【豊岡市全体】 
2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

見
込
み 

人数（人） 1,010 979 944 914  886  

健診回数 

（延件数） 
8,080 7,832 7,552 7,312 7,088 

実
績 

人数（人） 1,008 975 907 822  

件数（件） 

（延件数） 
7,798 7,425 7,022 6,475  

 

量の見込みと確保方策 

単位：実人数/年、回数/年 

【豊岡市全体】 
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

人数（人） 835  809  788  763  734  

健診回数（延件数） 6,680  6,472  6,304  6,104  5,872  

確保方策 

実施場所 公立豊岡病院、日高医療センター、公立八鹿病院 

実施体制（人） 医療機関へ委託 

検査項目 
血液検査、超音波検査、子宮頸がん、Ｂ群溶血性レンサ球菌、その

他医師が必要とする検査 

実施時期 

～23 週：４週間に１回 

24～35 週：２週間に１回 

36 週～：１週間に１回 

● 出生人数の 1.6 倍、一人当たり受診回数を８回として推計。 

 

確保方策の内容 

● 公立豊岡病院、日高医療センター及び公立八鹿病院において、妊婦健診を実施します。 

● 継続して、妊婦健康診査費用を助成していきます（14 回まで）。  
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４）乳児家庭全戸訪問事業 

事業の概要 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環

境等の把握を行う事業です。 

 

取り組み状況 

本市では、「こんにちは赤ちゃん訪問」として実施しています。 

生後４か月までの乳児のいる家庭を地域の民生委員・児童委員等が訪問し、子育て支援の

情報提供や相談を受けたりしています。 

【豊岡市全体】 
2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

量の見込み（人） 631 612 590 571 554 

実

績 

訪問件数（件） 552 538 534 474  

実施体制（人） 11 12 12 12  

 

量の見込みと確保方策 

単位：実人数/年 

【豊岡市全体】 
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の見込み（人） 522  506  493  477  459  

確保方策 

実施体制（人） 12  12  12  12  12  

実施機関 社会福祉課、健康増進課、こども育成課 

委託団体等 民生委員児童委員連合会 

● 推計した毎年度出生数。 

 

確保方策の内容 

● 地域の民生委員･児童委員等による生後４か月までの乳児のいる全ての家庭訪問を継

続して実施していきます。 
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５）養育支援訪問事業 

事業の概要 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行

うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

 

取り組み状況 

乳児家庭全戸訪問・母子保健事業などで妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする

家庭を把握し、保健師・助産師・社会福祉協議会ヘルパー等の派遣による家庭の支援を 2017

年度（平成 29 年度）から実施しています。 

 

【豊岡市全体】 
2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

量の見込み（人） 10 10  10 10  10  

実

績 

訪問人数（人）   27 23  

実施体制（人）   14 11  

 

量の見込みと確保方策 

単位：実人数/年 

 【豊岡市全体】 
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の見込み（人） 25 25 25 25 25 

確保方策 

実施体制（人） 11  11  11  11  11  

実施機関 健康増進課、こども育成課 

委託団体等 豊岡市社会福祉協議会、在宅助産師 

● 実績等を基に推計。 

 

確保方策の内容 

● 保健師・在宅助産師（委託）による専門的支援を実施します。 

● 市社会福祉協議会に委託してヘルパー派遣による家事育児支援を実施します。 
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６）要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業） 

事業の概要 

要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、調整機

関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関間の連携強化

を図る取組を実施する事業です。 

 

取り組み状況 

豊岡市要保護児童対策協議会（以下「市要保護児童対策協議会」という。）では、県豊岡こ

ども家庭センターをはじめ 25 の関係機関及び学校園等と連携して、児童虐待の防止と支援を

必要とする要保護児童の支援を行っています。 

調整機関であるこども育成課こども家庭相談係（こども支援センター）が中心となって、

家庭相談員の専門性強化と関係機関との連携強化を図ります。 

 

確保方策の内容 

● 市要保護児童対策協議会の機能強化を図ります。 

● こども支援センターに「子ども家庭総合支援拠点」の機能を持たせることを検討しま

す。 
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７）子育て短期支援事業 

事業の概要 

保護者の疾病等の理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児

童を児童養護施設等で一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。 

 

取り組み状況 

現在、豊岡市には受け入れできる施設はありませんが、朝来市内の児童養護施設「若草寮」、

乳児院「くれよん」に委託して実施しています。 

 

【豊岡市全体】 
2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

量の見込み（人日） 

【延利用者数/年】 
20  20  19 18 18 

目標値 
人数（人日） 

【延利用者数/年】 
20 20 19 18 18 

実績 
人数（人日） 

【延利用者数/年】 
 ６ 31 14  

 

量の見込みと確保方策 

単位：人日【延利用者数】/年 

【豊岡市全体】 
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の見込み（人日）【延利用者数】 15 15 15 15 15 

確保方策 

子育て短期支援事業 

実施体制（人） 
2  2  2  2  2  

実施機関 こども育成課 

委託団体等 朝来市内の児童養護施設「若草寮」、乳児院「くれよん」 

● 実績等を基に推計。 

 

確保方策の内容 

● 朝来市内の児童養護施設「若草寮」、乳児院「くれよん」に委託して継続実施します。 
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８）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

事業の概要 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助

を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連

絡、調整を行う事業です。 

 

取り組み状況 

豊岡市では、2017 年度（平成 29 年度）から事業を実施しており、子育てを応援してほし

い人（おねがい会員）、子育てを応援したい人（まかせて会員）、そのどちらにも登録されて

いる人（どっちも会員）のすべてが増えている状況にあります。 

 

【豊岡市全体】 
2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

量の見込み（人日） 

【延利用者数/年】 2,032  2,027  2,017 2,000 1,972 

目標値 
人数（人日） 

【延利用者数/年】 
0 0 1,000 1,500 1,972 

実績 
人数（人日） 

【延利用者数/年】 
  75 121  

※就学児の量の見込みを算出 

 

量の見込みと確保方策 

単位：人日【延利用者数】/年 

【豊岡市全体】 
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の見込み（人日）【延利用者数】 128  124  120  115  111  

確保 

方策 

子育て援助活動支援事業 

（人日）【延利用者数】 
128  124  120  115  111  

● 実績等を基に推計。 

 

確保方策の内容 

● 広報誌、子育て支援ガイドブック等で周知を図り、提供会員（まかせて会員）の拡大を

図ります。 
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９）一時預かり事業 

事業の概要 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間に

おいて、認定こども園、幼稚園、保育所、その他の場所において、一時的に預かり、必要な保

護を行う事業です。 

１号教育認定こどもを対象とした幼稚園型（幼稚園児の放課後児童クラブ利用を含む）と

在家庭の子どもを対象に保育所・認定こども園・ファミリーサポートセンター等において一

時的に預かる事業があります。 

 

（１）一時預かり事業（幼稚園型） 

取り組み状況 

現在、24 園で実施し、園児数は減少傾向にあるものの、多くの人が利用している状況です。 

【豊岡市全体】 
2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

量

の

見

込

み 

１号認定（人日） 

【延利用者数/年】 
3,528 3,475  3,353 26,699 24,580 

２号認定（人日） 

【延利用者数/年】 
49,822 45,819 39,890 - - 

目

標

値 

①②人数（人日） 

【延利用者数/年】 
24,000 28,000 32,000 26,699 24,580 

実

績 

１号認定（人日） 

【延利用者数/年】 
5,382 4,496 1,032 26,229  

２号認定（人日） 

【延利用者数/年】 
28,833 24,477 28,224 -  

利用者数 計（人日） 

【延利用者数/年】 
34,215 28,943 29,256 26,229  

実施園数（園） 25 25 25 24  
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量の見込みと確保方策 

単位：人日【延利用者数】/年、か所/年 

 【豊岡市全体】 
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の 

見込み 

１号認定による利用 

(人日)【延利用者数】 
22,221  23,106  19,984  17,642  15,924  

２号認定による利用 

(人日)【延利用者数】 
0  0  0  0  0  

計(①）(人日)【延利用者数】 22,221  23,106  19,984  17,642  15,924  

確
保
方
策 

幼稚園における在園児を 

対象とした一時預かり(②) 

(人日)【延利用者数】 

22,221  23,106  19,984  17,642  15,924  

具
体
策 

箇
所
数 

公立（か所） 17  17  17  17  17  

私立（か所） 7  7  7  7  7  

計（か所） 24  24  24  24  24  

● 実績等を基に推計。 

 

確保方策の内容 

● 認定こども園１号認定子どもの教育時間終了後の預かり保育を実施します。 

● 幼稚園児の午後４時までの放課後児童クラブ利用を受入れます。 

 

（２）一時預かり事業（幼稚園型以外） 

取り組み状況 

2017 年度（平成 29 年度）まで利用は減少傾向にありましたが、ファミリーサポートセン

ターを 2017 年度（平成 29 年度）に開設したことに伴い、2018 年度（平成 30 年度）では利

用が増えています。 

【豊岡市全体】 
2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

量の見込み（人日） 

【延利用者数/年】 15,533  15,047  14,579 3,856 3,696 

目

標

値 

利用人数（人日） 

【延利用者数/年】 
8,000 10,000 12,100 3,856 3,696 

実

績 

一時預かり事業 

（幼稚園型以外）（人日） 

【延利用者数/年】 

4,445 4,126 3,089 3,417  

子育て援助活動支援事業※ 

（人日） 

【延利用者数/年】 

  67 316  

子育て短期支援事業（トワイ

ライトステイ）（人日） 

【延利用者数/年】 

 ０ ０ ０  

※病児・緊急対応強化事業を除く 
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量の見込みと確保方策 

単位：人日【延利用者数】/年、か所/年 

 【豊岡市全体】 
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の見込み（①）（人日）【延利用者数】 3,542  3,451  3,337  3,233  3,117  

確
保
方
策 

一時預かり事業 

（幼稚園型以外）② 

（人日）【延利用者数】 

3,227  3,144  3,041  2,946  2,840  

具
体
策 

一
般
型 

保育所 10 10 10 10 10 

認定こども園 13 13 13 13 13 

地域子育て支援拠点 0 0 0 0 0 

その他 2 2 2 2 2 

計 25 25 25 25 25 

訪問型 0 0 0 0 0 

子育て援助活動支援事業③ 

（人日）【延利用者数】 
315  307  296  287  277  

子育て短期支援事業 

（人日）【延利用者数】 

（トワイライトステイ）④ 

0 0 0 0 0 

確保量（⑤＝②＋③＋④） 

（人日）【延利用者数】 
3,542  3,451  3,337  3,233  3,117  

● 実績等を基に推計。 

 

確保方策の内容 

● 認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所での一時預かり保育を実施します 

● ファミリー・サポート・センター事業での一時預かりを実施します。 
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10）時間外保育事業（延長保育事業） 

事業の概要 

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、

保育所・認定こども園等において時間外保育を実施する事業です。 

 

取り組み状況 

2016 年度（平成 28 年度）から 2017 年度（平成 29 年度）にかけて、利用が大きく減少し

ましたが、保育所や認定こども園を利用している子どもの約 13％が延長保育を利用している

状況（2017 年度（平成 29 年度）、2018 年度（平成 30 年度）実績）です。 

 

【豊岡市全体】 
2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

量の見込み（実人員） 276  268  259 462 442 

目標値 実人員（人） 276 268 259 462 442 

実績 実人員（人） 498 524 310 325  

 

量の見込みと確保方策 

単位：実人数/年 

 【豊岡市全体】 
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

①量の見込み（実人数） 398  400  396  394  385  

確保方策 
②時間外保育事業（実人数） 398  400  396  394  385  

②—① 0  0  0  .0  0  

● 実績等を基に推計。 

 

確保方策の内容 

● すべての認可保育所、認定こども園・小規模保育事業での延長保育を実施します。 
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11）病児・病後児保育事業 

事業の概要 

病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的

に保育等する事業です。 

 

取り組み状況 

保護者の就労等の理由により、その子どもが病気やその回復期にあり、集団生活が困難な

場合に、あらかじめ医師の診断と指導の受けた上で、看護師・保育士が専用施設で一時的に

保育を行っており、豊岡市の病児・病後児保育所は、チャイルド･ケアセンター１か所です。 

毎年度、延べ 500 人程度の利用となっています。 

【豊岡市全体】 
2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

量の見込み（人日） 

【延利用者数/年】 
3,471 3,373 3,267 464 445 

目

標

値 

病児保育事業 

子育て援助活動支援事業

（人日） 
【延利用者数/年】 

1,180  1,180 1,280 464 445 

実

績 

病児保育事業（人日） 
【延利用者数/年】 

573 450 552 526  

子育て援助活動支援事業

（病児・緊急対応強化 

事業）（人日） 
【延利用者数/年】 
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量の見込みと確保方策 

単位：人日【延利用者数】/年、か所/年 

 【豊岡市全体】 
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量の見込み（①） 

（人日）【延利用者数】 
476  464  450  435  420  

確
保
方
策 

病児保育事業（②） 

（人日）【延利用者数】 
476  464  450  435  420  

具
体
策 

病児対応型 
か所 1  1  1  1  1  

総定員 4  4  4  4  4  

病後児対応型 
か所 0  0  0  0  0  

総定員 0  0  0  0  0  

体調不良児対応型 
か所 0  0  0  0  0  

総定員 0  0  0  0  0  

訪問型 
か所 0  0  0  0  0  

総定員 0  0  0  0  0  

子育て援助活動支援事業 

（病児・緊急対応強化事業）③

（人日）【延利用者数】 

0 0 0 0 0 

確保量（④＝②＋③）（人日） 476  464  450  435  420  

● 実績等を基に推計。 

 

確保方策の内容 

● チャイルド・ケアセンターで実施します。 
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12）放課後児童クラブ 

事業の概要 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後

に小学校・幼稚園の余裕教室、その他の施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、

その健全な育成を図る事業です。 

 

取り組み状況 

2018 年度（平成 30 年度）は、市内 34 か所に放課後児童クラブを開設しています。 

受入れに余裕がある場合は、留守家庭の幼稚園児（５歳児）も利用することができます。 

クラブ名 開設場所 住所 

1 豊岡放課後児童クラブ 豊岡めぐみ幼稚園内 豊岡市山王町 7 番 5 号 

豊岡 

2 豊岡第２放課後児童クラブ 豊岡ひかり幼稚園内 豊岡市幸町 7 番 51 号 

3 八条放課後児童クラブ 専用施設 豊岡市九日市下町 316 番地の 1 

4 八条第２放課後児童クラブ 八条小学校内 豊岡市九日市下町 402 番地 

5 三江放課後児童クラブ 旧三江幼稚園内 豊岡市庄境 648 番地 

6 五荘放課後児童クラブ 五荘奈佐幼稚園内 豊岡市中陰 1 番地 

7 五荘第２放課後児童クラブ 専用施設 豊岡市中陰 11 番地の 4 

8 新田放課後児童クラブ 新田幼稚園内 豊岡市河谷 596 番地 

9 田鶴野放課後児童クラブ 田鶴野幼稚園内 豊岡市野上 162 番地 

10 中筋放課後児童クラブ 中筋小学校内 豊岡市土渕２７番地 

11 港西放課後児童クラブ 
旧港西幼稚園内 豊岡市瀬戸 57 番地 城崎 

  

12 港東放課後児童クラブ   

13 神美放課後児童クラブ 神美幼稚園内 豊岡市三宅 45 番地 

  14 神美第２放課後児童クラブ 神美小学校内 豊岡市三宅 45 番地 

15 奈佐放課後児童クラブ 奈佐小学校内 豊岡市吉井 620 番地 

16 城崎放課後児童クラブ 城崎こども園内 豊岡市城崎町湯島 802 番地の 1 城崎 

17 竹野放課後児童クラブ 竹野小学校内 豊岡市竹野町竹野 300 番地 

竹野 18 中竹野放課後児童クラブ 中竹野ふるさと館内 豊岡市竹野町轟 5 番地 

19 竹野南放課後児童クラブ 竹野南小学校内 豊岡市竹野町御又 78 番地 

20 府中放課後児童クラブ 府中小学校内 豊岡市日高町野々庄 934 番地 

日高 

21 八代放課後児童クラブ 八代小学校内 豊岡市日高町中 320 番地の 1 

22 日高放課後児童クラブ 日高小学校内 豊岡市日高町岩中 22 番地 

23 日高第２放課後児童クラブ 日高幼稚園内 豊岡市日高町岩中 46 番地の 1 

24 静修放課後児童クラブ 静修小学校内 豊岡市日高町道場 157 番地の 1 

25 三方放課後児童クラブ 三方小学校内 豊岡市日高町栗山 735 番地 

26 清滝放課後児童クラブ 旧清滝幼稚園内 豊岡市日高町山宮 1357 番地の 1 

27 弘道放課後児童クラブ 出石幼稚園内 豊岡市出石町町分 36 番地の 2 

出石 

28 福住放課後児童クラブ 福住幼稚園内 豊岡市出石町福住 209 番地 

29 寺坂放課後児童クラブ 寺坂幼稚園内 豊岡市出石町日野辺 1 番地の 1 

30 小坂放課後児童クラブ 旧小坂幼稚園内 豊岡市出石町鳥居 1016 番地 

31 小野放課後児童クラブ 小野小学校内 豊岡市出石町口小野 153 番地 

32 合橋放課後児童クラブ 合橋小学校内 豊岡市但東町出合市場 391 番地 

但東 33 高橋放課後児童クラブ 高橋小学校内 豊岡市但東町久畑 916 番地 

34 資母放課後児童クラブ 資母体育館内 豊岡市但東町中山 706 番地 

※開所時間：平日は下校後～18：30、長期休業日・土曜日は 8：00～18：30 
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【豊岡市全体】 

2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 低学年 高学年 

量の見込み 

（実人数/年） 
875  254 869 257 867 253 955 328 963 342 

目
標
値 

利用者数 

（実人数/年） 
875  254 869 257 867 253 955 328 963 342 

実
績 

利用者数 

（実人数/年） 
827 233 871 260 901 300 918 352 1,044 381 

※実績は各年４月１日現在 

 

量の見込みと確保方策 

単位：実人数/年、か所/年 

 【豊岡市全体】 
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量
の
見
込
み 

小学校１年生 370 365 390 375 374 

小学校２年生 326 305 298 315 311 

小学校３年生 315 324 303 295 300 

小学校４年生 192 205 216 206 205 

小学校５年生 138 142 142 140 125 

小学校６年生 70 86 98 106 105 

計（①）（人） 1,411  1,427  1,447  1,437  1,420  

確
保
方
策 

既 存 分 

（～R1） 

児童数（人） 1,411  1,427  1,447  1,437  1,420  

施設数（か所） 34  34  34  34  34  

支援の単位（支援） 42  42  42  42  42  

新設・拡充分 

（R2 以降） 

児童数（人） 0  0  0  0  0  

施設数（か所） 0  0  0  0  0  

支援の単位（支援） 0  0  0  0  0  

計（②） 

児童数（人） 1,411  1,427  1,447  1,437  1,420  

施設数（か所） 34  34  34  34  34  

支援の単位（支援） 42  42  42  42  42  

● 実績等を基に推計。 

 

  



64 

 

確保方策の内容 

● すべての小学校区（29 校）に放課後児童クラブを開設します。 

● 開所時間の延長を検討します。 

● 放課後児童クラブ支援員の資質向上を図ります。 

● 小学校等の空き教室・余裕教室の活用及び放課後の特別教室等の一時利用を行います。 

● 幼稚園児（原則として５才児対象）の午後４時までの受入れを行います。 

● 民間委託の検討を行います。 

● 市条例による民間事業者を含めた全ての放課後児童健全育成事業者に適用する最低基

準の遵守を図ります。 
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地域別見込み数 

豊岡地域                                 単位：実人数/年、か所/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量
の
見
込
み 

小学校１年生 190 204 213 205 204 

小学校２年生 157 150 163 166 167 

小学校３年生 151 162 155 165 162 

小学校４年生 107 101 109 106 116 

小学校５年生 73 80 68 71 63 

小学校６年生 35 46 55 53 53 

計（①） 713  743  763  766  765  

確
保
方
策 

既 存 分 

（～R1） 

児童数（人） 713 743 763 766 765 

施設数（か所） 13 13 13 13 13 

支援の単位（支援） 18 18 18 18 18 

新設・拡充分 

（R2 以降） 

児童数（人） 0 0 0 0 0 

施設数（か所） 0 0 0 0 0 

支援の単位（支援） 0 0 0 0 0 

計（②） 

児童数（人） 713 743 763 766 765 

施設数（か所） 13 13 13 13 13 

支援の単位（支援） 18 18 18 18 18 

 

城崎・港地域                               単位：実人数/年、か所/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量
の
見
込
み 

小学校１年生 22 22 27 26 23 

小学校２年生 26 18 18 22 21 

小学校３年生 18 23 16 17 21 

小学校４年生 8 11 15 10 12 

小学校５年生 10 6 8 10 6 

小学校６年生 4 8 5 7 9 

計（①） 88  88  89  92  92  

確
保
方
策 

既 存 分 

（～R1） 

児童数（人） 88 88 89 92 92 

施設数（か所） 3 3 3 3 3 

支援の単位（支援） 3 3 3 3 3 

新設・拡充分 

（R2 以降） 

児童数（人） 0 0 0 0 0 

施設数（か所） 0 0 0 0 0 

支援の単位（支援） 0 0 0 0 0 

計（②） 

児童数（人） 88 88 89 92 92 

施設数（か所） 3 3 3 3 3 

支援の単位（支援） 3 3 3 3 3 
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竹野地域                                 単位：実人数/年、か所/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量
の
見
込
み 

小学校１年生 15 19 13 17 13 

小学校２年生 10 13 16 11 14 

小学校３年生 14 9 12 15 10 

小学校４年生 5 10 6 8 11 

小学校５年生 8 4 9 5 6 

小学校６年生 4 5 3 6 4 

計（①） 56  60  59  62  58  

確
保
方
策 

既 存 分 

（～R1） 

児童数（人） 56 60 59 62 58 

施設数（か所） 3 3 3 3 3 

支援の単位（支援） 3 3 3 3 3 

新設・拡充分 

（R2 以降） 

児童数（人） 0 0 0 0 0 

施設数（か所） 0 0 0 0 0 

支援の単位（支援） 0 0 0 0 0 

計（②） 

児童数（人） 56 60 59 62 58 

施設数（か所） 3 3 3 3 3 

支援の単位（支援） 3 3 3 3 3 

 

日高地域                                 単位：実人数/年、か所/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量
の
見
込
み 

小学校１年生 80 69 73 81 80 

小学校２年生 74 67 57 60 69 

小学校３年生 77 71 65 55 55 

小学校４年生 35 46 44 42 35 

小学校５年生 24 25 30 27 24 

小学校６年生 13 14 17 22 20 

計（①） 303  292  286  287  283  

確
保
方
策 

既 存 分 

（～R1） 

児童数（人） 303 292 286 287 283 

施設数（か所） 7 7 7 7 7 

支援の単位（支援） 8 8 8 8 8 

新設・拡充分 

（R2 以降） 

児童数（人） 0 0 0 0 0 

施設数（か所） 0 0 0 0 0 

支援の単位（支援） 0 0 0 0 0 

計（②） 

児童数（人） 303 292 286 287 283 

施設数（か所） 7 7 7 7 7 

支援の単位（支援） 8 8 8 8 8 
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出石地域                                 単位：実人数/年、か所/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量
の
見
込
み 

小学校１年生 45 40 50 37 41 

小学校２年生 45 40 34 43 32 

小学校３年生 44 45 39 33 40 

小学校４年生 28 30 33 29 24 

小学校５年生 20 21 22 22 19 

小学校６年生 11 11 14 15 15 

計（①） 193  187  192  179  171  

確
保
方
策 

既 存 分 

（～R1） 

児童数（人） 193 187 192 179 171 

施設数（か所） 5 5 5 5 5 

支援の単位（支援） 7 7 7 7 7 

新設・拡充分 

（R2 以降） 

児童数（人） 0 0 0 0 0 

施設数（か所） 0 0 0 0 0 

支援の単位（支援） 0 0 0 0 0 

計（②） 

児童数（人） 193 187 192 179 171 

施設数（か所） 5 5 5 5 5 

支援の単位（支援） 7 7 7 7 7 

 

但東地域                                 単位：実人数/年、か所/年 

  
2020 年度 
(令和 2 年度) 

2021 年度 
(令和 3 年度) 

2022 年度 
(令和 4 年度) 

2023 年度 
(令和 5 年度) 

2024 年度 
(令和 6 年度) 

量
の
見
込
み 

小学校１年生 18 11 14 9 13 

小学校２年生 14 17 10 13 8 

小学校３年生 11 14 16 10 12 

小学校４年生 9 7 9 11 7 

小学校５年生 3 6 5 5 7 

小学校６年生 3 2 4 3 4 

計（①） 58  57  58  51  51  

確
保
方
策 

既 存 分 

（～R1） 

児童数（人） 58 57 58 51 51 

施設数（か所） 3 3 3 3 3 

支援の単位（支援） 3 3 3 3 3 

新設・拡充分 

（R2 以降） 

児童数（人） 0 0 0 0 0 

施設数（か所） 0 0 0 0 0 

支援の単位（支援） 0 0 0 0 0 

計（②） 

児童数（人） 58 57 58 51 51 

施設数（か所） 3 3 3 3 3 

支援の単位（支援） 3 3 3 3 3 
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13）放課後子ども教室 

事業の概要 

少子化により、放課後等に地域で異年齢の子ども同士で遊ぶ機会が少なくなり、子どもが

安心して過ごせる場所の確保が困難となっています。 

「放課後子ども教室」は、コミュニティセンター等において地域の人の参画により、地域

のすべての子どもを対象として、放課後や週末に、子どもたちに勉強やスポーツ・文化活動、

地域住民との交流を行う事業です。 

 

取り組み状況 

2018 年度（平成 30 年度）は７か所で開設していますが、教室運営の後継者の確保が課題

となっています。 

【豊岡市全体】 
2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

見

込

み 

開

設

箇

所

数 

放課後児童クラブ 

（か所） 

【小学校区数】 

34 

【29】 

34 

【29】  

34 

【29】 

34 

【29】  

34 

【29】  

放課後子ども教室 

（か所） 
８ ８ ９ ９ ９ 

一体的な実施箇所数 

【連携型実施箇所数】 

２ 

【２】 

２ 

【２】 

２ 

【４】 

２ 

【４】 

２ 

【４】 

実

績 

開

設

箇

所

数 

放課後児童クラブ 

（か所） 

【小学校区数】 

34 

【29】 

34 

【29】 

34 

【29】 

34 

【29】 
 

放課後子ども教室 

（か所） 
８ ８ ７ ７  

一体的な実施箇所数 

【連携型実施箇所数】 

１ 

【２】 

０ 

【３】 

０ 

【３】 

０ 

【３】 
 

※見込み＝目標値 

量の見込み    

                             単位：か所/年 

【豊岡市全体】 
量の見込み 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

放課後児童クラブ 

開設箇所数 

【小学校区数】 

34  34  34  34  34  

放課後こども教室 

開設箇所数 
７ ７ ８ ８ ８ 

一体的な実施箇所数 

【連携型実施箇所数】 

０ 

【３】 

０ 

【３】 

０ 

【３】 

０ 

【３】 

０ 

【３】 

● ３年目に新規１か所として推計。 
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確保方策の内容 

● 放課後子ども教室を新規開設（１か所）します。 

● 放課後児童クラブと放課後子ども教室との連携及び一体的実施を行います（連携型３）。 

● クラブと教室の指導員等の連携による共通プログラムを作成します。 

● 地域住民・団体等との連携・協力体制を確保します。 

● 小学校との連携による学校施設（体育館等）を活用します。 

 

14）実費徴収に係る補足給付事業 

事業の概要 

教育・保育施設を利用する場合に、各施設事業者は、保護者から日用品、文房具等の購入

に要する費用等について、市の定める利用者負担額とは別途、実費徴収を行うことができる

とされています。 

 

取り組み状況 

【豊岡市全体】 
2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

補足給付実人数（人） ３ ２ ８ ６    

 

量の見込み 

【豊岡市全体】 
量の見込み 

2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

補足給付実人数（人） 10 10  10 10  10  

 

確保方策の内容 

● 保育所等の利用に伴う実費徴収額について、低所得世帯を対象に費用の一部を補助す

る事業を実施します。 
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15）多様な主体の参入促進事業 

事業の概要 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者

の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。 

 

取り組み状況 

【豊岡市全体】 
2015 年度 
(平成 27 年度) 

2016 年度 
(平成 28 年度) 

2017 年度 
(平成 29 年度) 

2018 年度 
(平成 30 年度) 

2019 年度 
(平成 31 年度) 

多様な主体の参入 

株式会社が 

運営する 

保育所１か所 

株式会社が 

運営する 

保育所１か所 

株式会社が 

運営する 

保育所２か所 

株式会社が 

運営する 

保育所２か所 

 

 

確保方策の内容 

● 本市では、2014 年度（平成 26 年度）に株式会社の運営による保育所の新設を認め、

2018 年度（平成 30 年度）現在、保育所２か所が運営されています。今後も保育需要の

増加に対応するため保育所等の新設及び公立の保育所・認定こども園の民営化をすすめ

る必要が生じた場合には、多様な運営主体による保育所等への参入を認めていくことと

します。 
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第５章 施策の展開 

取組方針１．子どもの健やかな成長に資する教育・保育環境の確保 

 

 子どもの健やかな育ちにとって集団の中で生活することは、人との関わりを深め、規範意識

の芽生えを培うものであることから、同年齢や異年齢の子ども同士が共に育ちあい、成長して

いくことのできる機会を確保する必要があります。 

 また、保育所・認定こども園・幼稚園のいずれにおいても、子どもたちが一人一人の発達段

階や特性を踏まえた質の高い教育・保育を受けられることが重要です。 

 

１－１．保育所・幼稚園・認定こども園の教育・保育環境の整備             

【現状と課題】 

本市では、2010 年度（平成 22 年度）から「豊岡市の幼稚園・保育所のあり方計画」によ

り、公立幼稚園及び保育園の統合再編、並びに認定こども園の導入を進めてきました。2015

年度（平成 27 年度）からは「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、既存の教育・保育施

設の改修、小規模保育事業の新設等により、就学前の教育・保育の量の確保を進めてきました。 

また、多様な運営主体による保育施設の認可や私立保育所、小規模保育事業、託児保育所へ

の運営支援などに努め、多様な保育サービスの充実に向けて取り組んでいます。 

しかしながら、本市における出生数は減少傾向にある一方で保育のニーズは高まっており、

待機児童の解消が喫緊の課題となっています。また、2019 年 10 月から始まる幼児教育・保育

の無償化により、保育ニーズは更に高まることが予想されます。 

【今後の方向性】 

● 増大する保育ニーズに対応するため、教育・保育施設の定員の見直しを行い、必要量の確保

を目指します。 

● 適正規模の子どもの確保が困難になっている保育所、認定こども園、幼稚園については、将

来の児童数等も視野に入れ、施設のあり方について検討を行います。また、ニーズに応じて既

設の私立保育所からの認定こども園への移行を促進します。 

● 既存の認定こども園における１号認定子ども（教育標準時間）への３歳児保育の提供体制の

拡充を図ります。 

● 教育・保育及び子ども・子育て支援事業を実施する施設・事業者に対しては、関係法令・基

準に基づく適切な指導監督・評価等の実施を通じて、質の高い教育・保育の提供と地域におけ

る子育て相談や親子の集いの場となる子育て支援の拠点として機能の充実を図ります。  

施策の展開 第５章 
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● 保育所・幼稚園・認定こども園の教育・保育環境の整備に当たっては、量の見込みと確保方

策及び「幼保・放課後児童のあり方計画」を踏まえ、検討をすることとします。 

【主な施策】 

○ 教育・保育施設の利用定員の確保（第４章 ４-２に詳述） 

○ 既設の保育所からの認定こども園への移行及び教育・保育施設の再編（第４章 ４-２に詳述） 

○ １号認定子どもの３歳児保育の提供体制の拡充（第４章 ４-２に詳述） 

○ 既存の認可外保育施設から認可施設への参入（第４章 ４-２に詳述） 

○ 保育所の第三者評価の推進 

○ 実費徴収にかかる補足給付（第４章 ４-３-14）に詳述） 

○ 私立保育所等の運営費支援 

 

 

１－２．就学前の教育・保育の質の向上 

【現状と課題】 

本市では、就学前の子どもたちに、年齢に応じて身につけたい基礎的な力を示した「育てた

い５つの力～すくすくプログラム」（以下「すくすくプログラム」という)を策定し、小学校と

の確かな接続を図る取組をすすめてきました。 

また、公立・私立の幼稚園、保育所、認定こども園のいずれにおいても同レベルの質の高い

教育・保育が実践されるよう作成した「豊岡市就学前の教育・保育計画」（以下「スタンダー

ド・カリキュラム」という）に基づいて、それぞれの園の特色を生かしながら、０歳から５歳

までの子どもの発達に応じた育ちと保育の連続性を考慮した質の高い教育・保育を推進して

います。 

また、2017 年（平成 29 年）に幼稚園教育要領・幼保連携型認定こども園教育・保育要領・

保育所保育指針が改訂されたことを踏まえ、「スタンダード・カリキュラム」を改訂します。 

教育・保育の質の向上に向けては、保育サービスの多様化や地域における子育て支援ニーズ

や幼児教育ニーズの高まりに対応できるよう、保育士や保育教諭への研修の機会の充実に取

り組んでいます。 

特色のある就学前教育・保育の推進に向けては、「幼児期の運動遊び」や「英語遊び保育」

の推進に取り組んできました。なお、2017 年度（平成 29 年度）からは、本市の全ての小・中

学校に外国語指導助手を配置し、小学１年生から英語の授業を始めており、保育園、幼稚園、

認定こども園での英語遊び保育と連続性を持った取組として展開していくことが重要となり

ます。 
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【今後の方向性】 

● 必要に応じて「すくすくプログラム」、「スタンダート・カリキュラム」の内容を見直し、就

学前教育・保育の充実に努めます。 

● 保育士や保育教諭への研修の機会の充実に努めるとともに、研修への参加促進に向けて、参

加しやすい体制づくり等を進めます。 

● 子どもたちが心身ともに健やかに成長するために、幼児期における運動遊びを推進すると

ともに、指導者の養成にも努めます。 

● 幼児期から英語に慣れ親しみ、外国の文化や言語への興味・関心を育てるために、英語遊び

保育の更なる充実に努め、小学校の英語教育との滑らかな接続を視野に入れながら取組を推

進します。 

【主な施策】 

○ 質の高い就学前教育・保育の実践 

○ 幼児期の運動遊びの推進 

○ 英語遊び保育の推進 

 

 

１－３．保育所・幼稚園・認定こども園と小学校との連携 

【現状と課題】 

子どもは集団での生活を通じて社会性を身に付けるとともに、異年齢での交流から年下へ

の思いやりや責任感、年上への憧れや成長の意欲を育みます。 

乳幼児期の子どもたちを取り巻く環境は様々であり、小学校入学後の教科学習を中心とし

た生活の変化に対応できない子どももみられます。異なる環境で過ごした子どもたちが、小学

校入学後、より安心して過ごすことができるよう、就学前の保育・教育施設と小学校の連携が

必要となります。 

本市においては、就学前の園児と小学校の児童の交流活動や、職員同士が園児・児童の実態

や指導法についての情報共有を行い、保育所・幼稚園・認定こども園と小学校との連携を推進

しています。 

今後は、小学校区単位での就学前の教育・保育施設の確保が困難になることが予想されるこ

とからも、就学前の教育・保育施設と小学校の接続を図る取組の更なる推進が求められます。 

【今後の方向性】 

● 就学前の園児と小学校の児童の交流活動を実施するとともに、職員同士が園児・児童の実態

や指導法についての情報共有を行います。なお、特に配慮を必要とする子どもについては連絡

シートを活用し、より実効性のある引継ぎを行い、配慮を必要とする子どもの理解促進に努め

ます。 
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● 保幼小連絡担当者会などを定期的に開催し、職員間の交流を深めます。 

● 公開保育・校種間研修を実施するとともに、教職員の積極的な参加を促し、小学校を見通し

た教育・保育内容の工夫改善を図ります。 

【主な施策】 

○ 保幼小連携の推進 

 ○ 公開保育・校種間研修の充実 

 

 

１－４．子どもたちの夢実現力を育む学校教育の推進 

【現状と課題】 

本市では、子どもたちが「ふるさと豊岡を愛し、夢の実現に向け挑戦する子ども」に育って

いくように「とよおか教育プラン」に基づき、学校教育の充実と教育環境等の整備をすすめて

います。 

特別の支援を必要とする幼児・児童・生徒等に対しては、就学後の学校等において適切に支

援していくため、発達に関する相談支援や必要に応じて発達検査等を実施しています。また、

学校・園訪問によって幼児・児童・生徒の状況を観察し、医療機関・療育センター等の関係機

関との連携を図りながら、学校・園、保護者に課題に応じた関わり方と支援の手立てを提案し

ています。今後も、対応を必要とする幼児・児童・生徒を早期発見し、適切な支援につなげて

いく必要があります。 

【今後の方向性】 

● 「とよおか教育プラン実践計画」に基づいて、学校教育の充実と教育環境等の整備をすすめ

ます。 

● 関係機関と連携し、特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒の早期発見に努め、適切な相

談支援と教育に取り組みます。 

【主な施策】 

○ 「とよおか教育プラン」（教育振興基本計画）の推進 

○ こども支援センターによる特別支援教育及び発達に関する相談支援体制の充実 
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取組方針２．子ども・子育て支援事業の充実と地域で支える子育て支援の充実 

 

 子どもが安心して育まれるとともに、子ども同士が集団の中で育ち合うことができるよう、

また、家庭における子育ての負担や不安、孤立感を和らげ、男女共に保護者がしっかりと子ど

もと向き合い、喜びを感じながら子育てができるよう、子どもの育ちと子育てを支援していく

ことが必要です。 

 

２－１．多様な保育事業の充実 

【現状と課題】 

保護者の就労形態が多様化する中、子育て中の家庭が、それぞれの状況やニーズに合った教

育・保育や子育て支援のサービスを選択し、安心して利用できる環境づくりが求められていま

す。 

本市では、保育所・認定こども園において延長保育や一時預かり保育を実施していますが、

必要な保育士の確保が困難であるといった課題もみられます。 

病気や病気の回復期にある子どもについては、集団での生活が困難な期間に一時的に保育

を行う病児・病後児保育事業を、チャイルド・ケアセンターにおいて実施しています。 

また、個別の支援を必要とする子どもが地域の子どもたちと共に過ごすことができるよう、

関係機関との連携を図りながら受入れに努めています。 

【今後の方向性】 

● 保育士の確保策を検討、実行しながら、延長保育事業や一時預かり保育事業の実施に努めま

す。 

● 就労世帯への支援につなげるためにも、病児・病後児保育事業の実施に努めます。 

● 障害や食物アレルギーなど、個別の支援を必要とする子どもについて、関係機関と連携を図

りながら受入れ環境を整えるよう努めます。 

【主な施策】 

○ 延長保育事業の推進（第４章 ４-３-10）に詳述） 

○ 一時預かり保育事業の推進（第４章 ４-３-９）に詳述） 

○ 病児、病後児保育事業の推進（第４章 ４-３-11）に詳述） 

○ 障害児保育事業の推進 

○ 重度食物アレルギー児の受入れの充実 
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２－２．放課後の児童の健全育成（放課子ども総合プラン） 

【現状と課題】 

子どもたちが、放課後に安心して過ごすことのできる居場所づくりや、地域で異年齢の子ど

も同士で遊ぶ機会の提供は重要であり、利用のニーズも増加しています。 

「放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）」は、保護者が就労等により昼間家庭にい

ない児童に、適切な遊びと生活の場を提供し、子どもの健全な育成を図る事業です。 

本市では、小学校や幼稚園の施設等を活用し、全小学校区に放課後児童クラブを開設してい

ます。小学校や幼稚園と連携し、学校やクラブでの子どもの様子などについて情報の交換・共

有を図っています。また、地域住民及び団体と連携・協力しながら「放課後子ども教室」を開

設し、放課後児童クラブとの合同事業も開催しています。 

一方で、支援員や補助員などの人材不足や学校施設が使用できない場合の代替場所の確保

等の課題もみられます。少子化によって将来的には利用ニーズの減少が予測されるため、利用

ニーズが変動することを視野に入れながら、体制づくりを進める必要があります。 

【今後の方向性】 

● 支援員等の人材の確保に努めるとともに、保育の更なる質の向上に取り組み、利用する児童

が心身ともに健やかに成長できるよう支援します。 

● 小学校や幼稚園とクラブの連携を図り、実状に応じた情報共有ができるよう工夫します。 

● 地域の全ての子どもたちが勉強やスポーツ・文化活動、地域の人々との交流ができるよう、

地域住民や団体等と連携・協力しながら「放課後子ども教室」を開設します。 

● 小学校敷地内又は隣接した場所に開設している放課後児童クラブと放課後子ども教室を一

体的に実施するとともに、双方の児童が参加する共通のプログラムの充実に向けて、それぞれ

の指導員・支援員・コーディネーター等の連携の強化を図ります。 

【主な施策】 

○ 放課後児童クラブの充実（第４章 ４-３-12）に詳述） 

○ 放課後児童クラブと小学校・幼稚園との連携の強化 

○ 放課後子ども教室の推進（第４章 ４-３-13）に詳述） 

○ 放課後児童クラブと放課後子ども教室との連携及び一体的な実施 

○ 地域住民及び団体等との連携・協力体制の確保 

○ 小学校との連携による学校施設（体育館等）の活用 
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２－３．子育てに関する相談、情報提供の充実 

【現状と課題】 

核家族化の進行や地域のつながりの希薄化が進むとともに、祖父母や近隣の住民等から、子

育ての支援や協力を得ることが困難になっている状況があります。また、赤ちゃんや子どもと

触れ合う経験が乏しいまま親となり、子育てに関する様々な問題を抱えて孤立する家庭が増

えています。 

市内６か所の子育てセンターでは、地域の子育て支援の拠点として子育てに関する様々な

情報提供や相談、親子の交流・学習機会の提供を行っています。 

健康増進課おやこ支援室（子育て世代包括支援センター）では、妊娠中の相談及び新生児等

訪問については可能な限り全数実施できるよう努め、子育て家庭のニーズを把握し、こども支

援センターと連携も図りながら、切れ目なく必要な支援を行っています。 

学校・園においても、懇談会や相談会、公開保育や園庭開放を通して、子育てに関する相談

を受けています。子どもの発達に関する相談等に当たっては、こども支援センターをはじめと

する専門機関との連携が必要となります。 

情報提供に当たっては、子育て支援ガイドブックやホームページなどの媒体を通して行っ

ています。その他、健診の機会を利用した学習や情報提供も行っています。 

【今後の方向性】 

● こども支援センターや市内６か所の子育てセンター等において、誰でも気軽に相談でき、子

育てに関する様々な支援が受けられるよう、更なる支援の充実に努めます。 

● 新生児（乳児）の訪問に努めるとともに、今後は妊婦への支援についても重点的に実施しま

す。 

● 学校・園とこども支援センターの連携を強化し、学校・園の相談機能の充実に努めるととも

に、懇談会や相談会、公開保育や園庭開放などの様々な機会を通した情報提供に努めます。 

● 子育て支援ガイドブック等の作成・配布、ホームページの機能向上、講演会・学習会等の開

催などを行い、情報発信力の強化に努めます。 

● 健診にはほとんどの子育て中の親子が参加することから、健診の機会を活用した情報提供

や学習の機会の提供についてより効果的な手法を検討していきます。 
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【主な施策】 

○ 利用者支援事業の推進（第４章 ４-３-１）に詳述） 

○ こども支援センターにおける相談支援体制の充実 

○ 学校・園における相談体制の充実 

○ 「子育て支援メッセージ」の配布 

○ 「子育て支援ガイドブック」の配布 

○ ホームページ「すくすくタウン」の充実 

○ 父親の育児参加の促進（父親対象の子育て講座等の開催） 

○ 健診の機会を利用した学習機会の提供 

○ 幼児期の生活習慣（生活リズム）の確立への啓発の推進 

○ 講演会・学習会等の開催 

○ 関係機関と連携した情報提供の充実 

 

 

２－４．ファミリー・サポート・センター事業の推進 

【現状と課題】 

ファミリー・サポート・センター事業は、保育所や放課後児童クラブへの子どもの送迎や保

護者が病気や急用の時などに、保護者に変わって子どもを預かる事業です。 

乳幼児や小学生等の子どもの保護者と子育てを支援できる方を会員として、児童の預かり

の援助を受けることを希望する会員と子どもを預かり支援できる会員との相互援助活動に関

する連絡、調整を行う事業を実施しています。 

会員数の急激な増加により、センターの人員不足が課題となっていることから、アドバイザ

ーの増員が必要となっている状況があります。 

【今後の方向性】 

● 子育てと仕事の両立を支援し、地域で子育てを支援する仕組みづくりとして、幅広く事業の

周知を図るとともに会員の確保に取り組みます。 

【主な施策】 

○ ファミリー・サポート・センター事業の実施（第４章 ４-３-８）に詳述）  
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２－５．地域における子育て支援の充実 

【現状と課題】 

地域で保護者同士や地域の人々とのつながりを持ち、家庭・地域・施設等が連携して、地域

コミュニティの中で子どもを育むために、教育・保育施設やコミュニティセンター等におい

て、子ども・保護者同士が触れ合える機会を提供しています。 

地域における子育て支援活動の活発化に向けては、子育てサークルへの支援や子育て支援

員研修の受講促進を行っています。 

また、地域による子どもの活動への援助や、子どもたちが地域の中でスポーツや伝統文化に

触れることのできる機会、場づくりを推進しています。 

【今後の方向性】 

● 園庭開放や公開保育の実施を通じて、在宅の子どもや保護者の交流の場を提供するととも

に、取組の周知を行いより多くの園での実施を目指します。また、特定の参加者に偏らず、地

域全体の取組となるように努めます。 

● 子育ての不安を解消するために、地域での情報交換や交流の場となる子育てサークルが行

う事業への支援と、活動活性化のための支援を継続します。 

● 地域における子育て支援活動のリーダーや活動を支援するボランティアの養成に努めます。 

● 地域における子ども・親子を対象とした様々なイベント実施や居場所づくりを通して、地域

と子ども・保護者のコミュニケーションを深めるとともに、子どもが地域で様々な人、文化等

に出会うことのできる機会づくりに努めます。 

【主な施策】 

○ 保育所園庭開放の実施           ○ 幼稚園園庭開放の実施 

○ 公開保育の実施              ○ 子育てサークル等への支援 

○ 子育てリーダーやボランティアの養成    ○ 親子で楽しめるイベントの実施 

○ 夏休みラジオ体操顔見知り運動の推進    ○ 子ども会・ＰＴＡ活動の充実 

○ 子どもの野生復帰大作戦の推進       ○ 少年スポーツ教室の推進 

○ 図書館における読み聞かせや読書活動の推進 

○ 地域コミュニティ組織主催事業の充実    ○ 地域による伝統文化活動の充実 

○ 保護者等によるイベント実施への支援    ○ 文化活動の機会の充実 

○ スポーツクラブ 21 の推進 
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取組方針３．母子保健と子どもの医療体制等の充実 

 安心して子育てをするためには、精神的・身体的に不安定な時期である妊娠・出産期から切

れ目のない支援を行っていくことが重要です。 

 妊娠から出産まで継続して母親の健康管理を行うとともに、乳幼児健診や相談体制などの

充実による育児不安の解消、妊婦健診費用や子どもの医療費の助成などの経済的不安の軽減、

小児医療の充実など、健やかに子どもを産み、育てることができる環境整備が必要です。 

 

３－１．安全・安心な妊娠・出産のための支援 

【現状と課題】 

妊娠中に受ける健康診査（妊婦健康診査）に係る費用の一部を助成し、妊娠期に必要な健康

診査の受診率向上を図っています。妊婦に対する相談支援については、訪問や面談、電話相談

を強化し、支援を必要とする方に対して、適切な時期に支援ができるようにしていく必要があ

ります。 

乳幼児のいる家庭に対しては、こんにちは赤ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業）を通じて、

支援を必要とする家庭の早期発見に努めていますが、不在の家庭など訪問しても面接ができ

ない場合があるため、対象者への事業の周知が必要となります。 

乳幼児を対象とした健診については未受診者に対して、訪問して受診勧奨するなどのフォ

ローを実施しています。 

また、子育てに関する情報提供や発達確認、育児に関する相談に応じる機会や場を提供し、

保護者の育児不安の軽減に努めています。 

【今後の方向性】 

● 妊婦健康診査費の一部を助成するとともに、事業の周知に努め、受診率の向上を図ります。 

● 妊娠中の訪問や面談、電話相談を強化し、課題の早期発見と予防的な支援の実施に努めま

す。 

● こんにちは赤ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業）の周知に努め、子育てに支援が必要な家

庭は支援サービス等につなぎ、地域で安心して育児ができるような支援に努めます。 

● 乳幼児健診の受診率向上に取り組むとともに、内容の充実に努め、健康保持・増進、疾病・

虐待の早期発見、親子同士の交流など、育児支援の役割も果たせるように努めます。 

● 子育てに関する情報提供や発達確認、育児に関する相談に応じる機会や場を提供するとと

もに、育児教室の内容をニーズに合わせた見直しを行い、参加者数の増加に努めます。 
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【主な施策】 

○ 妊婦健康診査の実施及び費用の助成事業の周知・啓発 

○ 母子（妊婦・産婦）訪問指導、相談の充実 

○ 不妊治療助成事業の実施・周知・啓発 

○ こんにちは赤ちゃん事業の推進 

○ 乳幼児健診の充実 

○ 新生児・乳幼児の訪問指導の充実 

○ 育児指導・保健相談の充実 

○ なかよし広場（母親交流）への参加の推進 

○ 離乳食講習会の充実 

○ 幼児期からの生活習慣病予防対策の推進 

 

 

３－２．子どもの医療体制等の充実 

【現状と課題】 

安心して子どもを産み育て、子どもが病気になっても安心して医療を受けられるよう、公立

豊岡病院組合や医師会と連携し、医師の確保や小児救急医療体制の確保に努めています。 

乳幼児期にかさみがちな医療費などに対しては、兵庫県の福祉医療助成制度に基づいて医

療費助成を行っています。 

【今後の方向性】 

● 小児救急セミナーの開催や休日急病診療所出務医師の確保に努め、公立豊岡病院組合や医

師会と連携した取組を推進します。 

● 但馬地域の周産期医療体制の確保に努めます。 

● 子どもへの医療費の助成を行い、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、情報発信を工

夫し、事業の周知に努めます。 

【主な施策】 

○ 小児医療の確保・充実 

○ 産科医療の確保・充実 

○ 乳幼児等医療費助成事業の普及・啓発 

○ こども医療費助成事業の普及・啓発 
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取組方針４．社会的擁護、支援の必要な子どもの支援 

 社会問題化している児童虐待については、少子化や核家族化が進む中での育児への不安や

負担感の大きさ、社会的ストレスなどから、どの家庭でも起こり得る可能性があると言われて

います。全ての子どもの権利が尊重されるまちづくりを進めるため、子どもや子育てに関する

意識を高める取組が必要です。 

 また、ひとり親家庭に対する自立支援、障害児施策の充実など、支援が必要な子どもとその

保護者の心身の健やかな成長を支えていくため、保健・福祉・教育など関係機関の連携を強化

し、家庭における様々な事情を踏まえながら効果的な取組をすすめる必要があります。 

 

４－１．支援の必要な子どもの相談体制の充実 

【現状と課題】 

2015 年（平成 27 年）12 月にこども支援センターを開設し、不登校・発達障害・児童虐待・

子育てに悩んでいる保護者等の相談をワンストップで対応しています。学校・園や県豊岡こど

も家庭センターをはじめとする関係機関との連携の強化を図っています。 

今後も、共働き世帯やひとり親世帯の増加など、家庭の状況が大きく変化していることを踏

まえ、子育ての負担感の解消を図り、児童虐待につながらないよう相談支援体制を充実させて

いく必要があります。 

学校にはスクールカウンセラーを配置し、いじめや虐待、不登校に悩む子どもや保護者への

カウンセリングを行っています。また、問題を抱えた子どもを取り巻く生活環境に働きかけ、

家庭、学校、地域の関係機関をつなぐスクールソーシャルワーカーと連携を図りながら、継続

的に寄り添いながら支援をしています。 

地域においては、身近な相談窓口である民生委員・児童委員が、子育て中の親子との交流等

を積極的に行っていますが、民生委員・児童委員の存在や活動を、子育て中の世帯に広く周知

できていない状況も課題としてみられます。 

【今後の方向性】 

● 様々な家庭のケースに対応していくため、相談員等の研修の機会を充実させ、資質の向上に

努めるとともに、各関係機関の連携体制を強化し、ケースに応じて適切な支援へと結びつけら

れるように努めます。 

● スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを活用し、学校と連携した取組を充

実させるとともに、子どもに寄り添った支援ができるよう、保護者や教職員への相談支援体制

の充実を図ります。 

● 民生委員・児童委員が地域の身近な相談窓口として支援を充実させられるよう、活動の周

知・啓発に努めます。  
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【主な施策】 

○ 家庭児童相談室の充実      ○ スクールカウンセラーの活用 

○ 地域における民生委員・児童委員活動における相談体制の充実 

 

 

４－２．一時的に養護が必要な子どもの支援 

【現状と課題】 

家庭での養育が困難な場合において、県豊岡こども家庭センター等の関係機関と連携し、そ

の子どもや家庭を支援しています。 

また、2017 年（平成 29 年）より、出産後間もない時期（概ね１年程度）等に養育に特に支

援が必要な家庭に対して、養育支援訪問事業により、保健師・助産師による専門的支援とサポ

ーター（社会福祉協議会ヘルパー）による育児・家事支援を実施しています。 

【今後の方向性】 

● 県豊岡こども家庭センター等、各関係機関との連携に努め、保護が必要な子どもへの迅速な

対応に努めるとともに、家庭支援についての役割分担を調整し、それぞれの立場でより適切な

支援を行います。 

【主な施策】 

○ 関係機関と連携した要保護児童・生徒への支援 

○ 養育支援訪問事業の推進 

○ 子育て短期支援事業の推進 

○ 民生委員・児童委員との連携強化 

 

 

４－３．児童虐待の防止 

【現状と課題】 

児童虐待の防止と虐待を受けている児童や不適切な養育環境におかれている児童の早期発

見と早期対応、被虐待児童の適切な保護に至るまでの総合的、組織的な対応を推進するため、

関係機関や関係団体で構成する「市要保護児童対策協議会」において情報共有を図り、各機関

の専門的機能を活かして家庭への対応に努めています。 

また、学校園等の教職員、保育士、民生委員・児童委員等が、子どもの発達についての理解

を深め、児童虐待の可能性がある家庭や子育ての悩みを抱えている保護者へ適切にアドバイ

スができるよう研修と啓発を行っています。 
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【今後の方向性】 

● 市要保護児童対策協議会等において、継続して支援を必要とする家庭について定期的に進

行管理を行い、関係機関が連携して家庭状況の変化に適切に対応していくよう努めます。 

● 虐待の早期発見・早期対応に結びつけられるよう保護者への啓発を行うとともに、学校・園

の教職員、保育士に対して、子どもの発達についての理解を深められる研修の機会の提供に努

めます。 

【主な施策】 

○ 市要保護児童対策協議会（児童虐待防止ネットワーク）の機能強化 

○ こんにちは赤ちゃん事業の推進 

○ 虐待の早期発見・早期対応に向けた予防啓発の推進 

○ 家庭児童相談員、学校園の教職員、保育士等の研修の充実 

 

４－４．障害のある子どもの支援 

【現状と課題】 

障害のある子どもの健やかな育成と保護者の安心のためには、質の高いサービスの提供が

必要不可欠となります。 

また、障害のある子どもが地域で生活していくためには、障害への地域の人の理解や経済的

な負担の軽減が必要です。 

障害のある子どもに対しては、必要な支援を適切に判断し、サービスの提供を行っていま

す。また、障害のある子どもや保育所等の職員に対して専門家が助言を行い、障害のあるこど

もの社会生活への適応を支援しています。 

【今後の方向性】 

● 障害のある子どもやその家族に対して、必要な支援を適切に判断し、サービスの提供を行う

とともに、サービス内容の充実に取り組みます。 

【主な施策】 

○ 児童発達支援の実施 

○ 放課後等デイサービスの実施 

○ 保育所等訪問支援の実施 

○ 障害児相談支援の実施 

○ サポートファイルの作成 

○ 障害福祉サービス等による居宅生活支援の実施 

○ 育児支援教室の充実 

 ○ こども支援センターにおける発達に関する相談の実施  



85 

 

４－５．生活困窮、ひとり親などの子どもや家庭への支援 

【現状と課題】 

本市では 2019 年（平成 31 年）に「豊岡市子どもの貧困対策について」を取りまとめまし

た。 

家庭の経済的な要因等で、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されること

のないよう、子どもたちの成育環境及び教育を受ける機会の確保を図り、生活の支援、保護者

への就労支援など総合的な子どもの貧困対策を進める必要があります。 

また、子育てと生活の安定を一人で担うひとり親家庭に対しては、生活の安定のためのきめ

細やかな相談や支援、経済的な困窮に対する支援などにより、自立を支援しています。 

【今後の方向性】 

● 子どもの学力も含めた資質・能力を向上させる支援について取り組み、子どもたちの生涯に

わたって必要な「生きる力」の向上につなげます。 

● 地域や社会から孤立し相談相手がいない、自らＳＯＳを出すことができない家庭等に対し

て、包括的に支援を行う仕組みを検討します。 

● ひとり親家庭等に対して的確な相談支援ができるよう、母子・父子自立支援員の研修の機会

を充実させるなど、相談員のスキルアップを図り、体制の強化に努めます。 

● ひとり親家庭等に対して、安定収入を目指した就労支援を行います。 

● 自立支援に関する情報や各種制度の更なる普及・啓発に努めます。 

 

【主な施策】 

○ 非認知スキルと学力の向上 

○ 課題を有する子どもの早期発見・支援の仕組みづくり 

○ 母子家庭等に対する就労相談支援機能と就労支援制度啓発の強化 

○ 保護者と支援者に対する学びの場づくり 

○ 小・中学校の就学援助 

○ 母子・父子自立支援体制の強化 

○ 相談支援体制の充実 

○ 母子・父子自立のための情報提供の充実 

○ 母子家庭等医療費助成事業の普及・啓発 

○ 児童扶養手当支給事業の充実 

○ 非婚のひとり親家庭の支援の充実 

○ 保育所等の優先入所の拡充 

○ 母子・父子寡婦福祉資金の充実 
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４－６．子どもに関する専門的な知識と技術を要する支援に関する県が行う施策との連携 

【現状と課題】 

児童虐待の防止と早期発見、早期対応を行うため、要保護家庭等については、市要保護児童

対策協議会において関係機関と情報共有を図っています。 

また、乳幼児健診等を実施する関係課、医療機関等と連携し、支援の必要な子どもや家庭の

早期発見、支援に努めています。また、児童虐待通告があった場合には、県豊岡こども家庭セ

ンター等の関係機関と連携を図り、虐待を受けている子どもと家庭への迅速な対応に努めて

います。 

医療的ケアが必要な子どもが適切な支援を受けられるよう、保健、医療、障害福祉、保育、

教育等の関係機関が連携できる体制を整備し、2019 年（平成 31 年）から「豊岡市医療的ケア

児者支援連絡会議」を開催しています。 

【今後の方向性】 

● 市要保護児童対策協議会においては、関係機関の専門的機能を活かし、定期的に情報共有を

行いながら、虐待の防止と早期発見、迅速な対応に努めます。 

● 支援の必要な子ども、家庭の早期発見と適切な対応に向けて、各関係機関との連携を強化し

ます。 

● 児童虐待への迅速な対応に向けて、県豊岡こども家庭センターとの連携を強化するととも

に、県と市の役割分担を明確にして、対応を行います。 

● 医療的ケア児者についての実態把握に取り組み、連絡会議において関係機関の連携を強化

します。 

● 保護者と一緒に生活することが困難な子どもの健やかな成長を支える里親制度について、

地域の理解と協力を得るため、県豊岡こども家庭センターと連携し里親の開拓や里親制度の

広報・啓発に努めます。 

● 父親等からの暴力が、母親だけでなく子どもにも及ぶ場合があるため、ＤＶ（ドメスティッ

ク・バイオレンス）の相談窓口である県の配偶者暴力相談支援センター等との連携に努めま

す。 

 

【主な施策】 

○ 児童虐待の防止 

○ 関係機関との連携と相談体制の強化 

○ 里親制度の普及・啓発 

○ 医療的ケア児支援に係る関係機関連携の緊密化のための体制整備 
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取組方針５．仕事と子育ての両立の推進 

 保護者アンケートにおいて、未就学児の母親で育児休業を取得したのは約４割、父親では１

割以下となっています。父親において育児休業を取得しなかった理由については、「制度を利

用する必要がなかった」というほかに、「仕事が忙しい」「職場に育児休業を取りにくい雰囲気

がある」など、職場側の要因もあがっています。 

 男女共に仕事と子育てを両立できる環境づくりに向けて、職場や市民一人一人の意識を変

える啓発を行う必要があります。 

 

５－１．産休及び育児休業後における教育・保育施設等の円滑な利用の促進 

【現状と課題】 

子育てに専念することを理由に退職する人がいる一方、就労を継続したくても、仕事と子育

ての両立が困難な状況があるために、出産後に女性が就労を継続しにくい状況があります。 

本市においては、女性が子育てをしながら働き続けられる環境づくりに向けて、事業所を対

象に、育児休業や介護休業などの取得への理解と協力を得るため、各種助成金制度などの周知

に努めてきました。 

2018 年度（平成 30 年度）からは「子育て中の女性の就労促進事業」を開始し、子育てをし

ながら働きたい女性の希望を叶えるとともに、事業所の人材確保を図っています。 

また、保護者が取得中の育児休業を途中で切り上げたりすることにならないよう、教育・保

育施設の環境整備を行うとともに、利用に関する相談・情報提供を行っています。 

【今後の方向性】 

● 事業所に対して子育て中の従業員が働きやすい職場環境の整備を促すとともに、先行事例

を市内の事業所へ紹介するなど、より具体的な啓発活動を行います。 

● 子育て中の女性の就労に関する環境づくりを行うとともに、高まる保育ニーズにも対応で

きるよう、教育・保育施設の確保や利用に関する相談、情報提供を行います。 

【主な施策】 

○ 教育・保育施設の利用定員の確保 

○ 女性の再就職の環境づくり 
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５－２．仕事と子育ての両立に向けた取組の推進 

【現状と課題】 

仕事と子育ての両立に向けては、男女共に仕事と家庭的責任の両立ができる働き方を事業

所、市民一人一人に啓発していく必要があります。 

本市では国等の依頼により、労働者が 101 人以上の事業所に対し、一般事業主行動計画の

策定に向けた啓発を行っています。 

2018 年度（平成 30 年度）からは「ワークイノベーション推進事業」を開始し、豊岡市ワー

クイノベーション戦略の目指す姿である「ありたい姿に向かって、いきいきと働く女性が増え

ている」を実現するために、経営者や人事担当者、女性従業員等に向けたワークショップを開

催しています。 

また、家庭における男性の家事・育児への参画と、職場における仕事と生活の調和に対する

理解を深めるために、父親を対象にした講座等を開催しています。 

【今後の方向性】 

● 国等の依頼によるポスターやパンフレット、市ホームページ等を用いた一般事業主行動計

画の策定に向けた啓発を検討します。 

● ジェンダーギャップの解消に向けた行動を事業所に促すとともに、地域や家庭に対する取

組についても検討を進めます。 

● 男性に向けた子育て講座を実施します。 

【主な施策】 

○ 仕事と家庭的責任（家事、育児、介護等）の両立支援 

○ 男性向け子育て講座の実施 
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取組方針６．安全・安心な子育て環境の整備 

 遊び場や通学路など、子どもの活動の場であるまちなかや教育・保育施設等における安全を

確保し、バリアフリー化を進めるとともに、子どもを交通事故や災害等による被害から守るた

めの体制の強化が必要です。 

 また、インターネットなど子どもを取り巻く情報環境の変化も踏まえて、生活環境全般にわ

たる安全・安心な子育て環境の整備が必要です。 

 

 

６－１．安全・安心なまちづくりの推進 

【現状と課題】 

子育て世代等が、地域において安全・安心で快適な住生活を営むことができるよう、既存公

共施設や通園・通学路の安全点検を行うとともに、バリアフリー化を推進しています。 

子どもが交通事故に巻き込まれないよう、警察の協力のもと、幼稚園や保育所、小中学校に

おいて交通安全教室を実施しています。 

また、災害発生時の対応について、防災教育を実施し、災害発生時に取るべき行動や命の守

り方を再確認する機会を設けています。今後は、学校だけではなく家庭と連携し、防災意識を

高めていく必要があります。 

子どもが安全に遊ぶことができるよう、地域の公園や広場の整備を行うとともに、活用の促

進を図っています。公園施設や遊具に関しては老朽化もみられることから、安全を第一に維持

管理と整備を徹底する必要があります。 

また、広場の活用については、地域住民による「子育て広場芝生化実行委員会」を設置し、

苗植えや草取りなどを実施しています。 

【今後の方向性】 

● 利用者の声を聞きながら公共施設の整備に努めます。 

● バリアフリー化や防犯灯設置に対する補助を行い、施設や通園・通学路の安全確保を実施す

るとともに、自転車ネットワーク計画を策定し、安全で快適な自転車通行空間の整備を行い

ます。 

● 交通安全、防災について、実施内容を工夫しながら、関係機関や家庭と連携した教育を実施

します。 

● 地域の公園や広場について、利用者が安心して利用できるよう、環境整備を推進するととも

に、地域住民と連携した継続的な維持管理を行います。 

● 子どもの遊び場に関する情報提供については、より利用しやすい媒体などを考慮しながら

「豊岡市内遊び場マップ」の見直しを行います。 
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【主な施策】 

○ 交通安全教育の推進 

○ 防災教育の推進 

○ 地域の公園や広場の活用推進 

○ 豊岡市内遊び場マップの配布 

○ 防犯等情報提供体制の充実 

 

 

６－２．子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

【現状と課題】 

スマートフォンの普及などに伴い、性や暴力等の有害情報や SNS（ソーシャル・ネットワ

ーキング・サービス）を利用した犯罪やいじめなどが問題になっている状況があります。 

また、スマートフォン等の長時間利用については、生活リズムの乱れなどを引き起こす恐れ

があります。 

子どもにとって有害な情報に触れることに対しては、PTA や地域のボランティア、関係機

関が連携して、見守り活動や安全・安心なインターネット等の利用について、普及・啓発を行

っています。 

活動の担い手となるボランティアや青少年補導委員の高齢化もみられることから、担い手

の確保にも取り組んでいく必要があります。 

【今後の方向性】 

● 家庭、地域、学校、行政と各関係機関が連携し、安全・安心な地域づくりを推進します。 

● 見守り活動を継続していくため、地域全体でのボランティアや青少年補導委員の新たな担

い手の確保に取り組みます。 

【主な施策】 

○ 子どもと心でつながる市民運動の推進 

○ 「子ども 110 番の家」の取組の充実 

○ まちづくり防犯グループ活動の推進 

○ 子ども会・PTA 活動の推進 

○ 青少年センター事業の推進 
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取組方針７．次代の親の育成支援 

 結婚して家庭を築き、子どもを産み育てたいと思う男女が、その希望を実現することができ

るよう、地域社会全体で子育てを応援する環境づくりを進める必要があります。 

 

【現状と課題】 

子育て中の家庭を支援するために、経済的負担を軽減する取組や父親の育児参加を促進す

る取組を実施しています。 

結婚率の低下や少子化が進む中、若者への就労支援を行うとともに、豊岡市婚活応援プロジ

ェクト「はーとピー」で婚活イベントを開催するなど、若者に対して積極的に出会いの場を提

供しています。 

また、中学生等が、子どもを生み育てることの意義を理解し、子どもや家庭の大切さを理解

できるよう、保育所・幼稚園等で乳幼児とふれあう機会を設けています。 

【今後の方向性】 

● 父親の育児参加を促す事業や、経済的負担を軽減するための取組について、より多くの人に

参加、利用してもらえるよう普及に努めます。 

● 若者の出会いの場について、内容の工夫やよりきめ細やかな支援を行い、より効果的な機会

の提供に努めます。 

● 引き続き、全中学校において育児体験の機会を提供します。 

【主な施策】 

○ 父親の育児参加促進事業の実施 

○ 「とよおか子育て家庭応援カード」の充実 

○ 若者の就労支援（ニート・ひきこもりの若者支援） 

○ 若者の出会いの場の開設 

○ 中学生等の育児体験の実施 

 

 

 


